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バンコク気候会議サマリー 

 

2012年 8月 30日－9月 5日 

 

条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会(AWG-LCA)、京都議定書の下での附属書 I 国の更な

る約束に関する特別作業部会(AWG-KP)、強化された行動のためのダーバン・プラットフォーム特別作業部

会(ADP)の非公式追加会合は、2012 年 8 月 30 日から 9 月 5 日、タイ、バンコクの国連アジア太平洋経済社会

委員会会議場で開催された。 

ADP の下では、ADP のビジョンや願望、望ましい作業成果、そのような成果を達成可能にする方法を議

論するため、ラウンドテーブル会合が開催された。野心の引き上げ方法や実施方法の役割、国際協力イニシ

アティブの強化方法、さらには ADP の作業枠組となりうる要素についても議論した。 

AWG-KP の会合は、京都議定書締約国会議(CMP)の役割を果たす締約国の会合(COP)において採択を目指

す改定案を提案して、2012 年 12 月のカタール、ドーハでの同グループの作業終了を成功させるべく、保留

された問題の解決に専念した。この改定案は、議定書の下での第 2 約束期間を 2013 年 1 月 1 日から即開始で

きるようにする。AWG-KP は、京都議定書の改定を採択するためのドーハ会合 

決定書の要素を紹介する非公式ペーパーを作成した。多数の締約国が、バンコクでの進展を歓迎し、特に

第 2 約束期間への移行に対応するオプションが一層明確になったとしてこれを歓迎した。 
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AWG-LCA は、ダーバンでの COP 17 で出された特別マンデートを達成するため、実際的な解決策に関す

る作業を続けた。特に焦点があてられたのは次の問題である：ドーハで同グループの作業を終了させるため

に必要な成果とは何か；AWG-LCA の最終成果に各要素をどう反映させるか；COP 18 以後も追加作業が必

要となる可能性があるかどうか、可能性がある場合、具体的な問題を特定する、特定された問題では技術的

な作業が必要かそれとも政治的な配慮が必要か。バンコクでは、決定書 2/CP.17 (AWG-LCA の作業成果)に

基づき、5 回のワークショップが開催された。AWG-LCA 議長は意見が集約された分野を明確にすべく非公

式概要ノートを作成し、AWG-LCA の業務を明らかにした。一部の締約国は、ダーバンで更なる議論が義務

付けられた項目と、バリ行動計画(BAP)の他の要素とが区別されていないこと、議長のペーパーには会合の議

論が十分反映されていないことに懸念を表明した。 

一部のものは、ドーハに向け適切な成果が挙げられなかったとして、懸念を示したが、他のものは、特に

京都議定書の議論で進展があったとして、これを歓迎した。 

 

 

UNFCCC と京都議定書のこれまで 

気候変動に対する国際政治の対応は、1992 年、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の採択に始まる。この

条約は、気候系への「危険な人為的干渉（dangerous anthropogenic interference）」を回避すべく、温室効果

ガスの大気中濃度の安定化を目指す行動枠組を決定した。この条約は、1994 年 3 月 21 日に発効し、現在、

195 の締約国を有する。 

1997 年 12 月、日本の京都での COP 3 参加者は、UNFCCC の議定書で合意した。この議定書で、先進国お

よび市場経済移行国は排出削減目標の達成を約束した。UNFCCCの下で附属書 I国と呼ばれるこれら諸国は、

6 つの温室効果ガスの全体排出量を 2008 年-2012 年（第 1 約束期間）の間に、1990 年の水準より平均 5％削

減し、国により異なる固有の目標を持つことで合意した。京都議定書は 2005 年 2 月 16 日に発効し、現在 192

の締約国を有する。 

2005 年-2009 年の長期交渉：2005 年末、カナダのモントリオールで開催された CMP 第 1 回会合は、第 1

約束期間終了時より尐なくとも 7 年前に附属書 I 国の更なる約束を検討すると規定した議定書 3.9 条に則り、

AWG-KP の設立を決定した。また COP 11 は、「条約ダイアログ」と呼ばれる 4 回のワークショップシリー

ズを開催することで、条約の下での長期的協力の検討プロセスを創設した。 

2007 年 12 月、インドネシア、バリでの COP 13 および CMP 3 は、長期的問題に関するバリ・ロードマッ

プで合意が成立した。COP 13 は、バリ行動計画を採択し、AWG-LCA を設立した、この特別作業部会は、

長期的協力行動における緩和、適応、資金、技術、共有ビジョンに焦点を当てることをマンデートとした。

AWG-KP の下では、附属書 I 国の更なる約束の交渉が続けられた。この 2 つの交渉トラックは、2009 年 12

月、コペンハーゲン会合を期限に終了する予定であった。その準備のため、両 AWGs とも、2008 年-2009 年、

数回の交渉会合を開催した。 

コペンハーゲン：デンマーク、コペンハーゲンでの国連気候変動会議は、2009 年 12 月に開催された。注
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目を集めたイベントは、透明性やプロセスに関する論争で彩られた。ハイレベルセグメントでは、主要経済

国、地域代表、他の交渉グループ代表からなるグループが非公式折衝を行った。12 月 18 日深夜、こういっ

た話し合いは「コペンハーゲン合意」という政治的合意として結実し、この合意はその後、採択のため COP

プレナリーに提出された。参加者は 13 時間の議論の末、結局、コペンハーゲン合意に「留意する（take note）」

ことで合意した。2010 年、140 を超える諸国がこの合意の支持を表明した。さらに 80 を超える諸国が国家緩

和目標もしくは行動に関する情報を提供した。締約国は、AWG-LCA と AWG-KP のマンデートをそれぞれ

COP 16 および CMP 6 まで延長することでも合意した。 

カンクン：メキシコ、カンクンでの国連気候変動会議は、2010 年 12 月に開催され、締約国はカンクン合

意を最終決定した。条約の下での交渉トラックでは、決定書 1/CP.16 において、世界の平均気温の上昇を 2℃

までで抑えるには、世界の排出量の大幅削減が必要であると認識した。締約国は、長期世界目標を定期的に

レビューし続け、2015 年までのレビューでは、提案されている 1.5℃目標との関係で目標の強化を図ること

で合意した。締約国は、先進国および開発途上国がそれぞれ伝えてくる排出削減目標および国別適切緩和行

動(NAMAs)に留意した。(FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1、FCCC/ AWGLCA/2011/INF.1、両方ともカンク

ン会議後に発行) さらに決定書 1/CP.16 では、次の項目を含めた緩和の他の側面についても議論した：測定・

報告・検証（MRV）；REDD+（開発途上国における森林減尐・务化に由来する排出の削減、森林の保全との

持続可能な管理の役割、開発途上国での森林炭素貯留量増加）。 

カンクン合意は、新しい制度やプロセスを数件設置しており、この中には次のものが含まれる：カンクン

適応枠組と適応委員会；技術メカニズム、これには技術執行委員会および気候技術センター・ネットワーク

も含まれる。グリーン気候基金（GCF）も創設され、条約の資金メカニズムの新しい運用組織と認定された、

この基金は 24 人のメンバーからなる理事会が統治する。締約国は、この基金の設計を担当する暫定委員会、

および資金メカニズムに関して COP を補助する常任委員会を設置することでも合意した。さらに締約国は、

先進国が掲げた、2010 年-2012 年の早期開始資金として 300 億米ドルを拠出し、2020 年までに合同で 1 千億

米ドルを集めるとの約束を認識した。 

議定書の交渉トラックでは、CMP が、附属書 I 国に対し、気候変動に関する政府間パネルの第 4 次評価報

告書に明記され、土地利用・土地利用変化及び林業に関し採択された決定書 2/CMP.6 の範囲と合致する合計

排出削減量を達成するため、野心レベルを引き上げるよう求めた。 

２つの AWGs のマンデートは、ダーバンの COP 17 および CMP 7 まで延長された。 

ダーバン：南アフリカ、ダーバンでの気候変動会議は、2011 年 11 月 28 日から 12 月 11 日に開催された。

ダーバンの成果は広範な題目にわたり、特に京都議定書の下での第 2 約束期間の設置、条約の下での長期的

協力の行動のための決定、および GCF の運用開始での合意が含まれる。さらに締約国は、「全ての締約国に

適用される、条約の下での議定書、法的文書、または法的効力を有する合意成果を作成する」というマンデ

ートを有する新しい ADP の立ち上げでも合意した。この新しい交渉プロセスは、2012 年 5 月から開始され、

2015 年末までに終了する予定である。この成果は、2020 年以降発効され、実施されるものとする。 

AWG-LCA および AWG-KP のマンデートは、ドーハ会合の COP 18 および CMP 8 まで再度延長された。 
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2012 年ボンの気候変動会議：ボンでの気候変動会議は、2012 年 5 月 14-25 日、ドイツのボンで開催された。

この会議は、実施に関する補助機関（SBI）および科学上及び技術上の助言に関する補助機関(SBSTA)の第 36

回補助機関会合で構成された。AWG-LCA 15、AWG-KP 17、ADP 第 1 回会合も含まれた。AWG-KP の下で

は、京都議定書の下での第 2 約束期間の採択を最終決定する問題、CMP 8 で AWG-KP の作業を終了させる

問題に焦点があてられた。多数の疑問点が保留のまま残されたが、この中には京都議定書の下での第 2 約束

期間の長さ、および余剰ユニットの繰越問題が含まれた。 

AWG-LCA の下では、議題書で合意した後、AWG-LCA が COP 18 で作業を終了できるようにするには、

どの問題を検討する必要があるか、議論が続けられた。先進国は、カンクンおよびダーバンで設立された多

様な新しい制度による「顕著な進展（significant progress）」を強調した。多数の開発途上国は、バリ行動計

画のマンデートを達成するために必要な問題を議論し続ける必要があると指摘した。 

ADP の下では、議論が集中したのは、議題書と役員の選出であった。2 週間近くにわたる議論の末、ADP

プレナリーは、議題書を採択し、2 つのワークストリームでの作業を開始した：一つは、決定書 1/CP.17（ポ

スト 2020 年体制）のパラグラフ 2-6 に関する問題を議論するもの；もう一つは、パラグラフ 7-8（2020 年ま

での時間枠における緩和野心の強化）である、会議最終日には役員の選出で合意した。 

 

 

会議報告 

 

バンコク気候会議は、2012 年 8 月 30 日木曜日朝に開会した。この報告書は、次の 3 つの部会における非

公式議論をまとめる： 

• 強化された行動のためのダーバン・プラットフォームに関する特別作業部会(ADP)； 

• 京都議定書の下での附属書 I 国の更なる約束に関する特別作業部会(AWG-KP)； 

• 条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会(AWG-LCA) 

 

強化された行動のためのダーバン・プラットフォームに関する特別作業部会 

Harald Dovland（ノルウェー）と Jayant Moreshwar Mauskar（インド）が共同議長を務める ADP は、バ

ンコクで第 1 回の実質審議を開始した。8 月 30 日木曜日の非公式開会プレナリー後、ADP の作業は、ADP

のビジョンと野心を議論する 2 つのワークストリームに関するラウンドテーブル会議で構成された。9 月 2

日日曜日、ADP 共同議長は、バンコク会議の後半部分をどう進めるか非公式協議で議論し、その協議結果に

基づき、月曜日と火曜日に追加のラウンドテーブル会合を開催し、最初の意見交換で提起された特定問題の

一部について、さらなる検討を重ねた。水曜日朝、共同議長は非公式協議を開催し、ドーハとその後の前進

を図るには、ADP の作業をどう構成すればよいか、意見交換を行った。 

開会プレナリー：ADP 共同議長の Dovland は、木曜日、 ADP 非公式プレナリーの開会を宣言し、2 つの

ワークストリームに関しラウンドテーブル会合で議論すると指摘した。同共同議長は、ラウンドテーブルは
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本質的に相互に作用しあうものであり、率直な議論を進め、具体的なアイデアを出せるはずだと強調した。 

アルジェリアは G-77/中国の立場で発言し、ダーバン・プラットフォームでは、緩和と適応、実施方法の

相互の強力な連携を確保し、衡平性および共通するが差異ある責任（CBDR）を、盛り込むべきだと述べた。

スイスは環境十全性グループ（EIG）の立場で発言し、ドーハでは 2015 年までの作業計画を里程標も含め設

定する必要があると述べた。スワジランドはアフリカングループの立場で発言し、炭素市場の利用制限を支

持し、その他の措置のうち、算定規則と技術移転プロセスを確立する必要があると強調した。 

オーストラリアはアンブレラ・グループの立場で発言し、支援は既存のメカニズムを通して提供されるべ

きだとし、全ての締約国に適用される法的拘束力ある体制を求め、既存の体制を 21 世紀の現実に即したもの

に改める必要があると強調した。 

ナウルは小島嶼国連合（AOSIS）の立場で発言し、適応が小島嶼後発開発途上国での気候変動の影響を十

分解決できる措置かどうか、グリーン気候基金がそのような措置に支払を行えるのか質問し、ADP の下では

緩和を優先するよう求めた。同代表は、原則に関するラウンドテーブル会合の別途開催に反対し、原則は両

方のワークストリーム作業に指針を与えると指摘した。 

ドミニカ共和国は熱帯雤林諸国連合に代わり発言し、野心のギャップを埋めるため、将来の気候体制に

REDD+メカニズムを入れる必要があると述べた。 

南アフリカは BASIC 諸国(ブラジル、南アフリカ、インド、中国)の立場で発言し、ADP の成果は条約の全

ての原則、なかでも CBDR と衡平性の原則に完全に則るべきだと強調した。 

アルゼンチンは、アルジェリア、ボリビア、中国、キューバ、コンゴ民主共和国、エクアドル、エジプト、

エルサルバドル、インド、クウェート、マレーシア、マリ、ニカラグア、パキスタン、フィリピン、サウジ

アラビア、スリランカ、スーダン、タイ、ベネズエラの各国の立場も代表して発言し、ADP の作業は全て条

約の下のものであり、その原則と合致させるべきだと繰り返し、運用の普遍性は必ずしも運用の一律性を意

味しないと述べた。同代表は、ADP を、先進国が法的拘束力のある約束から「逃げ出す（jump ship）」手段

にしてはならないと述べた。同代表は、他の AWGs で未だ検討中の問題については、これら部会の作業が成

功裡に終わるまで、ADP での実質審議を行うべきでないと述べた。 

キプロスは欧州連合（EU）の立場で発言し、ポスト 2020 年枠組に条約の原則をどう適用すれば全ての締

約国が約束するようになるのか、議論する必要があると強調し、2 つのワークストリームと一致する形で今

後の作業を進めるべきだと強調した。ボリビアは米州ボリバル同盟（ALBA）の立場で発言し、先進国に対

し、歴史的責任を果たすよう求めた。ニカラグアは中米統合機構（SICA）の立場で発言し、ADP の作業で

は BAP の全ての柱を含めるべきだと述べた。 

シンガポールは、先進国に対し、ユニラテラルな措置の実施を控えるよう求め、国情を認識しこれに適合

させるよう求めた。 

気候行動ネットワークは、MRV での CBDR に関する合意、そして世界的努力の責任の衡平な分担を図る

オプションを伴う ADP 作業プログラムを求めた。 

気候正義ネットワークは、緩和行動の負担が貧困層へ移されることへの懸念を表明し、他の作業部会で行
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われている交渉が ADP の作業に予断を与えることがあってはならないと述べた。 

ラウンドテーブル：ADP のビジョン：このラウンドテーブルは、ワークストリーム 1 に関する会合で、バ

ンコク会合期間中 4 回開催された。木曜日から土曜日の初期段階の議論では、次の点の議論が求められた：

ADP の作業の主要な外枠および要素に関するビジョン；結果を得るため、現在から 2015 年まで、特に 2013

年で必要とされる作業。 

議論の中で、多数の諸国が次の点を再確認した：ADP の作業における条約の第一義的優先性；いかなる形

であれ ADP の作業が条約の書き換えを伴うことがあってはならない。 

EU は、全ての締約国が約束をする新しい議定書を支持し、条約の原則の適用を受ける中身が変化している

とし、緩和が新しい合意の中心となるべきだと強調した。グレナダは、「気候に効果のある（climate-effective）」

新しい議定書を支持し、決定書 1/CP.17（ADP の設立）の解釈は多様であるとの認識を示した。 

ベネズエラは ALBA の立場で発言し、一部の締約国が 20 年を経た条約の有効性に疑念をいだき、特定の

条件について「再解釈（reinterpreting）」しているとして懸念を表明した。同代表は、二国間および多数国間

の合意による柔軟性システムは規則ベースの多国間システムを損なう可能性があると警告した。 

ボリビアは、衡平性と開発する権利を強調した。エクアドルは、気候変動の影響について人権の面から議

論するよう求め、タンザニアは、気候変動の影響に苦しむ諸国への支援は、衡平性の問題だと強調した。 

インドは、衡平性、CBDR、歴史的責任に基づく差異化を求め、ポスト 2020 年のアレンジでは、先進国に

よる開発途上国援助の量的および特定する条件も含めるよう求めた。同代表は、ADP は新しい要素を検討で

きるだけの柔軟性をもつべきだとし、この新しい要素には、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）や 2013-15

年のレビュー、他の AWGs から得られる要素が含まれると述べた。 

チリは、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、パナマの立場も代表して発言し、緩和と適応の両方

に対処する実施手段を求めた。同代表は、特定の適応および緩和問題での CBDR の議論、および 2 つのワー

クストリームの中での CBDR の議論を支持した。 

スイスは、2 つのワークストリームを相互に支えあうものと見るよう求めた。フィリピンは、次の項目の

重要性に焦点を当てた：ワークストリーム間の一貫性；資金、技術、キャパシティ・ビルディングに対する

統合手法。バルバドスは、新しい法的拘束力のある合意は適応や緩和、資金および技術に対応すべきだと特

に述べた。 

シンガポールは、国情への配慮を求め、内容や制約条件、貢献度に関する「3C（contexts, constraints and 

contributions）」の諸国への配慮も求めた。日本は、国情への配慮を支持した。アラブ首長国連邦は、CBDR

原則を強化する一方で、広範な締約国グループが各国の人口統計の現実や資源の埋蔵量などの国情に配慮し

た形で排出量を削減し、「公平な役割（a fair role）」を果たすことは可能だと述べた。 

ロシアは、現実に目を向けないことに警告を発し、先進国と開発途上国の間の「悪名高きファイアウォー

ル（notorious firewall）」を撤廃するよう求めた。オーストラリアは、次のような「気候に効果のある

（climate-effective）」合意を支持した：全てのものに適用される；各国の能力や自信が高まるにつれ野心を

引き上げるべく、時間とともに進化できる；行動するインセンティブを提供する。同代表は、条約の原則は
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持続に耐えると同時にダイナミックに動くものでもあると強調し、新しい合意の下での「行動できる差異化

（actionable differentiation）」を支持した。 

ノルウェーは、新しい合意は効果があり、衡平で、現実的、柔軟で科学に基づくものにすべきだとし、責

任や能力に応じた緩和約束を含めるべきだと述べた。同代表は、「ダイナミックな差異化（dynamic 

differentiation）」に対応する、法的拘束力があり、規則ベースの多国間体制を思い描いた。韓国は、人口伸

び率や人口密度、エネルギーミックス、再生可能エネルギー資源の埋蔵量、海岸線の長さなど、国情に配慮

し、開発途上国の参加を促すインセンティブを支持した。 

LDCs は、新しい議定書および遵守や透明性を確保する確固とした MRV を求めた。アフリカングループは、

将来の法的成果は条約に反映された約束の更なる詳細を示すべきだとし、これには開発途上国に対する資金

約束、適切な負担共有、全ての資金源の受容などが含まれると述べた。 

パキスタンは、次の点を強調した：全ての者への適用可能性が CBDR や衡平性の考えより優先することが

あってはならない；状況がどれだけ変化したかについて、共通の理解が欠けている；既存の差異ある構造の

保持；効果のある遵守メカニズム。 

現在から 2015 年までの作業に関し、日本は、ドーハにおいて、将来枠組の要素を話し合う会合期間中ワー

クショップ、または閣僚級ラウンドテーブル会合の開催を提案し、多様な利害関係者が参加するブレーンス

トーミング会議開催、2013 年における一般的な議論から組織化された議論への移行を提案した。米国は、ラ

ウンドテーブル会議という現在の方式を継続し、今後、提起される可能性がある技術問題についてはワーク

ショップを開催するよう提案し、文書作成の前に作業可能なオプションを探求することを提案した。ブラジ

ルは、あまり早くから制度に関する交渉を開始すると、ドーハ会合で現実に達成可能な成果が「汚されてし

まう（contaminate）」とし、これは AWG-KP や AWG-LCA の担当分野だと述べた。 

マーシャル諸島は、京都議定書における各国を「二分（binary division）」する方式ではなく、多様な差異

化レベルで各国をリストアップし、状況の変化に合わせて、より厳格な要件を有するリストへと「卒業

（graduate）」できる方式に代えることは可能だと指摘した。 

日曜日、共同議長は締約国との非公式協議を開催し、バンコクでの ADP の作業の進め方について話し合っ

た。 

月曜日、参加者は、最初の 3 日間のラウンドテーブル会合で提起された一部の問題のうち、更なる審議が

有用であるとされた問題に基づき、共同議長が提示した質問について議論した。質問の中には次に関係する

ものが含まれる：「国情」とは何を意味するか、これを ADP の作業にどう取り入れられるか；「全てのものに

適用可能（applicable to all）」という表現の理解；広範な参加を喚起する方法；ADP の作業での「柔軟性」

の組み入れ；ADP のビジョンに条約の原則をどう適用すべきか。 

「全てのものに適用可能」という用語に関し、各国は、適用の普遍性が適用の一律性を意味するものでは

ないと強調した。パキスタンは、「全てのものに適用可能」では、国情や条約の原則の両方に配慮する必要が

あると強調した。バルバドスは、普遍性が法律形式や規則の「最悪に向けた競争（race to the bottom）」を意

味することがあってはならないとし、気候に効果のある公平な合意の作成と、全ての締約国の信頼を勝ちう
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る合意の作成の両方のバランスを慎重にとるよう求めた。 

国情に関し、シンガポールは、締約国の貢献を語る前に国情の内容と制約条件を理解することを強調した。

同代表は、このテンプレートの意味について：様式なし、あるいは「全てのものに適合するただ一つの（one 

size fits all）」手法；緩和行動は、国際的に課せられるものではなく、各国が決定するものであり、その法的

形式は予断なしに決められる；普遍的な参加では国情を認識しこれに適合させる。サウジアラビアは、シン

ガポールを支持し、いかなる国家でもその貢献は「現在、過去、未来とも国家主導のものである（is, has been 

and will be nationally driven）」と付け加えた。 

ADP の作業における柔軟性の取り入れに関し、グレナダは、柔軟性は「差異ある参加」を可能にするとし、

「野心的な適応」は気候変動と持続可能な開発を共に実現する道であると強調した。 

広範な参加に関し、ガンビアは LDCs の立場で発言し、先進国が指導力を発揮した場合にのみ効果が上が

ると述べた。フィリピンは、広範な参加を得るための実施手法を強調した。日本は、UNFCCC 以外のイニシ

アティブも加えて、広範な参加のバランスをとる必要があると強調した。 

原則に関し、インドは、衡平性および CBDR が重要であり、これが義務や努力の性質そしてそのレベルを

決定づける「指針となる規範」になると強調した。チリは、CBDR が野心を妨げるあるいは責任を免れる方

法と解釈されることがあってはならないとし、開発と気候の保護は相互にぶつかり合うのではなく補い合う

目標とみるべきだと述べた。日本は、社会経済状況の進化に則り、条約の原則を解釈するよう求めた。ボリ

ビアは、Rio+20 の成果文書でも条約の原則、特に衡平性と CBDR を再確認したと想起した。米国は、原則が

先進国と開発途上国とを人工的に分ける分岐点になるべきでないと述べた。 

チリは、各国の約束達成方法に関する柔軟性、高い野心を推進するインセンティブとそのような野心達成

への報償、衡平性と平等に関する共通の理解を強調した。 

EU は、次の点を強調した：排出量と経済成長の相関関係の乖離；排出量の全ての推進要素に対応する最低

コストの緩和行動；最も能力が高いものに対する、経済全体の排出削減絶対量目標；「約束のスペクトラム

（spectrum of commitments）」に反映される範囲と厳格さ。 

米国は、次の点を強調した：違いがあるのは行動そのものであり、締約国が行動をするか否かの違いでは

ない；参加の普遍性、新しい技術と気候政策との結びつきは更なる行動を促進する；時間の経過にも耐える

だけの柔軟な制度の必要性。 

ボリビアは、開発途上国では貧困が続いており、エネルギーへのアクセスの欠如、衛生面の欠如も続いて

いると指摘し、技術援助、資金援助の行動をとる必要があるとし、そのような支援にアクセスしやすくしな

ければならないと述べた。 

ADP 共同議長の Dovland は、会議終了にあたり、ドーハで ADP の作業をどう計画し構成するか、その方

法について締約国から意見を聞きたいと熱望しているとし、水曜日にこれに関する追加協議を開催すると述

べた。 

ラウンドテーブル：野心：緩和野心の強化に関するラウンドテーブル（ワークストリーム 2）は、金曜日

と土曜日に開催された。参加者は、緩和のギャップとオプション、野心レベルの引き上げ方法について議論
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した。金曜日、Socorro Flores (メキシコ)は、2012 年 5 月、ドイツのボンで開催された決定書 1/CP.17 のパラ

グラフ 8 に基づく野心レベル引き上げに関するワークショップの報告書(FCCC/ADP/2012/INF.1)を提出し

た。 

AOSIS および LDCs は、このワークストリームを優先するよう求めた。アフリカングループは、この作業

は京都議定書の約束に代わるものではなく、AWG-LCA の下での緩和に関する交渉に代わるものでもないと

強調した。 

LDCs および EU は、ドーハ前のハイレベル・フォーラム開催を支持し、EU は、ハイドロフルオロカーボ

ン(HFCs)、バンカー燃料、REDD+、化石燃料助成金、民間部門の資金調達といった問題に焦点を当てるよう

提案した。LDCs、EU、コスタリカ、チリ、コロンビア、ペルーは、開発途上国に対し、NAMAs の提出を

勧めた。米国は、2℃目標に至る道筋は多様なものが可能であり、次のものが含まれると述べた：まだプレッ

ジを提出していない国によるプレッジの提出；自主的な行動。これについて同代表は、必ずしも UNFCCC

の下での認定や承認を必要としないと述べた。アフリカングループは、信頼性や透明性の目的から、他の多

国間組織の努力もこの条約の下で認められるべきだと述べ、EU もこれを支持した。インドは、「気候変動に

名前を借りた（in the name of climate change）」ユニラテラルな措置に対し警告した。 

多数の開発途上国が、野心は適応、緩和、実施手段に対応すべきだと強調し、締約国に対し、まだプレッ

ジを提出していない場合はこれを提出し、実施手段を開発途上国に提供するよう繰り返し求めた。 

締約国は、緩和行動の透明性について更に議論を重ね、ノルウェーとボリビアは、排出削減の算定におけ

る明確な規則を求めた。エクアドルは、国際司法裁判所とリンクする遵守体制を提案した。ブラジルは、気

候体制で考えられる例として世界貿易機関および核兵器不拡散条約を挙げ、コロンビアは、気候変動を安全

保障委員会の議題に載せるよう提案した。 

補足イニシアティブに関し、シンガポールは、これは関連性があり、多国間システムを強化するはずだと

述べた。中国は、「補足行動」でユニラテラルな措置が正当化されるはずはないと警告した。オーストラリア

と米国は、非国家の行動者によるものも含め、UNFCCC の枠外の補足活動を奨励し、米国は、COP がその

ような行動を推進できる場になりうると指摘した。オーストラリアは、信頼性のある炭素市場の重要性を強

調した。ミクロネシアは米国の支持を得て、UNFCCC の枠外でのイニシアティブの価値を強調し、たとえば

HFCs や黒色カーボン、メタン、地上オゾンに注目するイニシアティブを挙げた。EU は、事務局による補足

イニシアティブに関するテクニカルペーパーの作成を提案し、これに組織化および定量化オプションも記載

するよう提案した。 

9 月 4 日火曜日朝、参加者は非公式協議や前日の議論に基づき共同議長が作成した質問書について議論し

た。質問は次に関するものであった：ADP での作業を UNFCCC 内外の関連作業とどう関係づけるべきか；

どの国際協力イニシアティブが、ギャップを埋めるだけの大幅な排出削減を実現できる可能性があるか、そ

のようなイニシアティブをどう支援し、規模を拡大できるか；作業計画では、どのようにすれば開発途上国

による緩和行動強化に対する支援の規模を拡大し、強化できるか；野心に関するワークストリームに、条約

の原則をどう適用すべきか。 
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AOSIS とベネズエラは、野心引き上げの補足活動を歓迎する一方、これで UNFCCC 活動が減じられるこ

とがあってはならないと警告した。EU は、可能なイニシアティブに関し、ドーハ前の締約国による文書提出、

事務局による取りまとめ、会合期間内のワークショップ開催を求めた。 

バルバドスは、野心ワークストリームの「拡大マンデート」を強調し、国際協力行動以上の拡大になる可

能性があると指摘した。同代表は、UNEP の排出量ギャップ報告書に記載するオプションに注目するよう提

案し、この中には土地利用、土地利用変化及び林業（LULUCF）の規則の強化や実施方法の実現、二重計算

の回避が含まれると述べた。ブラジルは、都市による行動が重要だと強調し、持続可能な開発目標（SDGs）

を創設した Rio+20 合意に焦点を当てた。コロンビアは、SDG プロセスにより気候交渉が「汚染される

（contaminated）」ことがあってはならないと強調した。 

多数の開発途上国が、中期資金目標に注目し、民間部門に対し明確なシグナルをだし、予見可能性を与え

る必要があり、あわせて技術移転を行い、知的財産権（IPRs）関係の疑問に対応して、具体的な実施を可能

にし、推進することに焦点を当てた。アフリカングループは、気候技術センター・ネットワーク（CTCN）

でエネルギー効率化問題を議論するよう提案した。シンガポールは、国際機関同士の情報共有の場を設ける

よう提案した。 

ADP の作業計画に関し、フィリピンは、AWG-LCA および AWG-KP のマンデートの中で野心を議論すべ

きだと強調し、資金の流れや気候資金の実績を追跡し、これには情報公開の透明性あるメカニズムを通した

ものも含めるよう要請した。アフリカングループは、ADP での作業と 2013-2015 年のレビューをどう関係づ

けるか、更なる明確化を求めた。 中国は、開発途上国への支援強化の規模を拡大する専門のプロセスまたは

メカニズムを含めるよう提案した。 

非公式協議：水曜日午前中、共同議長の Dovland は、2013 年の ADP の作業に関し、計画される会議の回

数、インプットの機会、会期と会期の間の会議やワークショップなどを含め、作業分野を定めるため、成果

文書草案を作成する必要があると強調した。同共同議長は、ADP の作業を進めるにはどのように構成すべき

か、2013 年前半の作業を含め、意見を表明するよう参加者に求めた。 

議論ではドーハ前およびドーハでの作業規則の問題に焦点があてられた。特に次の点について、異なる意

見がだされた：2 つのワークストリームに関するコンタクトグループの結成；10 月後半に韓国で、そしてド

ーハで COP 前の閣僚級ラウンドテーブル会議そして／またはワークショップを開催する；加えて、COP 前

およびドーハで、ワークショップ／会期と会期の間の会議を多数開催する。さらに参加者は、必要となる可

能性がある追加の提出文書またはテクニカルペーパーについても議論した。多数のものが、2 つのワークス

トリームに分かれた議論の継続を支持し、議論の形式や作業規則の柔軟性を今後も維持すべきとして、これ

を支持した。 

コンタクトグループに関し、多数の締約国が、ドーハでの 2 つのワークストリームに関するコンタクトグ

ループ結成を支持した。他のものは、公式のコンタクトグループ結成に反対し、ワークショップで問題の追

及を続ける、または現在のラウンドテーブル方式を維持することを支持した。多数の締約国が、特定の問題

に関する小ラウンドテーブル会議の開催を提案した。 
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閣僚級ラウンドテーブル会議の開催に関し、多くのものが、COP 前またはドーハでのそのようなラウンド

テーブル会議の開催を支持したが、他のものは、閣僚級ラウンドテーブル会議の開催は時期尚早であると警

告し、あるものは、ADP はまだ「初期の段階（nascent stage）」だと繰り返した。ある開発途上国は、ADP

はまず一年間の作業を認められるべきであり、閣僚たちは他の 2 つの交渉トラックに注意を集中すべきだと

述べた。 

一部のものは、ビジョンと野心の両方に関する閣僚級ラウンドテーブル会議を提案したが、他のものは、

ラウンドテーブルは他の AWGs についても議論すべきだと述べた。さらに閣僚級の議論の提案は、補足イニ

シアティブや衡平性に関しても提案された。ある締約国は、ドーハ会合の場合、閣僚級の議論は他の AWGs

で期待されるような一種の正式な成果を求める会議というよりは、予備的でビジョンを示す会議にすべきだ

と述べた。 

ある締約国は、閣僚級会議は ADP への注目度をあげる上で有用だと述べた。別なものは、閣僚級の監督が

なかったことが、他の AWGs が困難に直面した理由の一つだとし、2015 年に向けては、確固とした閣僚級

のガイダンスが必要だと述べた。他のものは、ドーハでの議論は AWG-KP と AWG-LCA の作業を成功裏に

終了させることに集中すべきだと強調し、あるものは「ADP の議論でドーハを汚染させるべきではなく、ま

たその逆も言える」と警告した。 

野心に関し、ある一つの提案は、緩和の定量化を図る補足イニシアティブに関する追加の文書提出を求め、

COP 前の議論を支持し、事務局によるドーハ前のテクニカルペーパー作成を提案した。ある国は、補足行動

へのインセンティブ提供には同意したが、補足行動問題をプロセスに持ち込むことには反対した。 

さらに参加者は、将来の作業計画についても議論し、一部のものは、ドーハにおける 2013 年の里程標を含

めた作業計画での合意を希望した。将来の作業に関する提案には次のものが含まれた：2013 年の作業計画、

その後の年度の作業計画のドーハでの採択；ADP をどう進めるべきか、ならびにポスト 2020 年の成果に含

めるべき要素について、締約国および非国家行動者から、2013 年初めに文書提出を受ける；ビジョン、差異

化と約束の範囲の補足方法、排出量と成長の乖離に関する会期間ワークショップ；非国家行動者の参加に関

する審議；何がうまくいったか、いかなかったかを説明する特定文書。 

一部のものは、ドーハ会合における ADP の成果はパッケージの一部であり、他の AWGs での進展に基づ

くと繰り返した。その他のものは、ドーハ会合では作業計画の作成に努力を集中すべきであり、文書の交渉

や作成に集中すべきでないと強調し、あるものは、まだアイデアをまとめ、オプションを議論する段階に過

ぎないと主張した。 

一部の締約国は、作業計画に関する長時間の議論が「ぬかるみにはまる（bogged down）」ことに警告し、

前進を図るには公式の作業計画が必要だとは、必ずしも言えないと述べた。あるものは、段階的手法を主張

し、タイムテーブルとか作業計画に対し警告した。 

ある国は、適応にも緩和と同等の重要性を最初から持たせるよう求めたが、別なものは、ドーハでは緩和

に関する強力な共通のメッセージを出すべきだと強調した。 

ある締約国は、ADP は次のやり方について議論する必要があると述べた：野心を損なうことなく国情に関
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する柔軟性を確保する；経済の現実が変化する中でも、システムの活性を確実に保持する；締約国の約束に

関する相互理解を可能にし、野心を引き上げるきっかけを作る。 

追加のワークショップ開催に関し、一部の先進国は、ドーハでの会期中ワークショップ開催のほか 2013 年

での会期中および会期と会期の間のワークショップ開催を支持したが、一部の開発途上国は、広範な参加を

得られるのは会期中の作業であると強調した。一部の締約国は、ドーハの前に、会期と会期の間の会合やワ

ークショップ、文書提出、テクニカルペーパー作成を追加する必要はないとの確信を表明し、バンコクでの

作業成果に関し内部で総括し、調整することに時間をかける方が良いとの確信を示した。あるものは、現在

から 2013 年の半ばまで追加会合の必要はないと述べた。 

一部のものは、ADP の作業構成に関し文書を提出する機会を歓迎したが、他のものはドーハ後の提出プロ

セス開始を支持した。野心に関し、多数の締約国が、緩和野心引き上げのための多様なオプションに関する

締約国文書提出を支持し、事務局に対し、ドーハ前にこの情報をテクニカルペーパーにまとめるよう求めた。 

多数の国が、バンコクでの ADP の議論をとりまとめたサマリーとテクニカルペーパーの共同議長による作

成を求め、一部のものは、サマリーを交渉文書とみるべきでないと強調した。別なものは、そのようなサマ

リーは議論の次の段階での集中審議の土台になるとし、ドーハ終了時にも議論内容をとりまとめるよう提案

した。 

会議をしめくくるにあたり、共同議長の Dovland は、ドーハでは平行して開催される協議の数に制限があ

り、柔軟に対応するよう参加者に求めた。 

閉会プレナリー：ADP の閉会プレナリーは, 9 月 5 日水曜日に開催された。共同議長の Mauskar は、議論

をとりまとめたサマリーは UNFCCC のホームページに掲載されると述べ、会合全体に関する共同議長の総

括、ドーハおよびそれ以降への期待を記載したノートも掲載されると述べた。多くの国が、バンコクでの議

論を成功裏に導いた両共同議長を称賛した。 

ドイツは、2012 年 7 月 16 日にボンで開催された気候ダイアログについて簡単に紹介し、これには 30 か国

の気候担当大臣が出席したと述べた。同代表は、野心の引き上げは緩和に限られたものではなく、実施方法

や技術移転の提供も含まれると強調した。同代表は、京都議定書の第 2 約束期間は重要な一歩であると考え

られ、各国は将来の気候体制で、異なる責任を持ち続けると強調し、ドーハは「一つの旅が終わり、別な旅

が始まる転換点」であると指摘した。 

G-77/中国は、AWG-LCA の作業終了はダーバン・プラットフォームが必要とする確固とした土台を提供

すると強調し、ADP を「条約を書き直す作業の場」にしてはならないとし、衡平性、CBDR、それぞれの能

力という原則に則ったものでなければならないと強調した。同代表は、ワークストリーム 1 の議論はまだ概

念を明らかにしようとする段階だと説明する一方、ワークストリーム 2 を前進させるにはさらに詳細な作業

が必要だと説明した。 

オーストラリアはアンブレラ・グループの立場で発言し、ドーハでの閣僚級ラウンドテーブル開催を支持

した。同代表は、新しい気候合意に関し、次の点に注目する合意作成方法について、オープンな議論を行う

よう提案した：国情に配慮する；野心を築く；広範な参加を引き出す；学習した教訓を取り入れる；各国の
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国内の推進要素を理解する；低排出開発戦略を刺激する；状況の変化に対応可能なものにする。同代表は、

野心に関し、特にプレッジを行っていない締約国の野心を引き上げるため、推進要素を探求する必要がある

と強調し、たとえば都市や民間部門の参画を得るなど、補足措置を推進する最善の方法についても探求する

必要があると強調した。 

EU は、「具体的なイニシアティブ」および明確な里程標の採用を求め、野心引き上げの緊急性を強調した。

同代表は、来年は ADP について会期間会合を含めて「十分な時間」を割くよう提案し、当面優先されるのは、

2013 年の次の段階を「明確化し確保する（clarify and capture）」ことだと述べた。同代表は、事務局による

オプションのとりまとめを支持し、これには排出削減への影響も含まれると述べた。同代表は、AOSIS と共

に、次の点を支持した：2020 年までの緩和野心に関する閣僚級会議を、COP 前およびドーハにて開催する；

2 つのワークストリームに関するコンタクトグループを設置する、ただし結果を出す時間スケールは異なる

ものとすると強調した。 

スイスは EIG の立場で発言し、2015 年までの継続作業に関する里程標を示し、広範なガイドラインを有す

る作業計画の作成を支持し、既に机上にある作業に加え、焦点を絞った技術的な作業および緩和行動を支持

した。 

AOSIS は、ドーハでの最終パッケージでは ADP の作業が重要になると発言し、野心に関するワークスト

リームは本質的に重要であり、AOSIS にとり優先度が高いと述べ、UNEP の排出量ギャップ報告書に記載す

る野心の引き上げ方法をドーハの成果に入れるべきだと述べた。同代表は次の点を強調した：先進国は、開

発途上国が既存の NAMAs を実施できるよう実施手段を増やし、さらに野心的なものを採用する必要があ

る；作業計画は他の AWGs の下での野心引き上げを支援するべきで、これを減じるべきではない。 

スワジランドはアフリカングループの立場で発言し、ワークストリーム 1 は最終的には強化された規則ベ

ースの多国間体制に至るべきであり、歴史的責任、CBDR、そして開発途上国の開発優先策に沿うべきだと

述べた。同代表は、ワークストリーム 2 はバリ・ロードマップに記載される約束以上の野心的な行動を強調

すべきであり、この作業計画がバリ・ロードマップの下での約束に代わるものになってはならないと述べた。 

ガンビアは LDCs の立場で発言し、次の点を支持した：協議を進めるためコンタクトグループを結成する；

ドーハで採択されるべき ADP ロードマップに関する理解を深める；野心に関する 2013 年作業計画について

議論を進める。同代表は、補足措置を更に明確なものにし、これらのイニシアティブがギャップを埋めるの

に役立ち、実施コストや関係する方法を示せることを希望した。同代表は、提案されているイニシアティブ

を優先すべきだとし、このような努力の実現では、事務局が役割を果たせると指摘した。同代表は、ドーハ

での閣僚級議論の開催を支持した。 

エジプトはアラブグループの立場で発言し、ADP は他の AWGs の成果を起点とすべきだと述べた。同代

表は、次のことを提案した：共同議長が、決定書 1.CP/17 の多様な要素を取り入れたマトリックスを作成し、

2013 年の初めまでに実施可能にするにはどうすればよいか、その方法を提案する；ドーハでは、実施手段や

衡平性に関する 2 つのラウンドテーブル会議を開催する；長期資金ワークショップの結論に関する簡単な報

告。同代表は、衡平性が「野心の入り口」であるべきだとし、2 つの間には何の対立もないと述べた。 
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キューバは ALBA の立場で発言し、次のように述べた：京都議定書は守らなければならない；ドーハの運

命は第 2 約束期間の運命如何である；新しい体制は既存のものより弱体であってはならない；歴史的責任と

共通する空間の利用を、脇においやることはできない。同代表は、持続可能な消費および生産パターンにつ

いて、そして衡平性について議論するよう求め、開発途上国は自主的ながら先進国以上の野心を示している

と述べた。 

南アフリカは BASIC の立場で発言し、2012 年は京都議定書の改定や、AWG-LCA の下での合意成果の採

択、ダーバン・プラットフォームの立ち上げに焦点を当てるべきだと強調した。同代表は、ADP の作業は他

の AWGs の作業を踏まえて築くべきだと強調し、ラウンドテーブル作業方式をドーハでも続けるよう求めた。 

ニカラグアは SICA の立場で発言し、バンコク会議の進展の遅さに懸念を表明し、全ての締約国に対し、

さらに大きな約束をするとともに、条約の両方の交渉トラックをバランスのとれた、しかも衡平な形で進展

させるよう求めた。 

パプアニューギニアは熱帯雤林諸国連合の立場で発言し、ADP では明確かつ野心的な作業計画で合意する

必要があり、その合意には REDD+の実施を主要要素として含めるべきだと強調した。同代表は、REDD+に

関する国際協力イニシアティブに言及し、REDD+パートナーシップはフェーズ１でもフェーズ 2 でも約束さ

れた支援の効果的な配分という役割を果たせなかったと述べた。 

ペルーは、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国の立場も代表して発言し、先進国は野心的か

つ拘束力のある気候行動および信頼できる資金供与をリードすると再度確証を提供する必要があると強調し

た。 

マレーシアは、アルジェリア、アルゼンチン、ボリビア、中国、キューバ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、

エクアドル、エジプト、エルサルバドル、インド、イラン、イラク、クウェート、マレーシア、マリ、ニカ

ラグア、パキスタン、フィリピン、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、タイ、ベネズエラの立場も代

表して発言し、ADP での議論が初期の探り合いの段階であることを考えると、ドーハ会合の前にコンタクト

グループを立ち上げ、ドーハで ADP に関する閣僚会議を開催するのは時期尚早だと強調した。同代表は、

ADP の両方のストリームでの作業に衡平性と CBDR の原則を適用するよう求め、ドーハでは AWG-LCA と

AWG-KP を成功裏に終わらせることに焦点を当てるべきだと強調した。 

タイはホスト国として発言し、バンコクでの協議はドーハでの協議の出発点であると述べた。会議終了に

あたり、両共同議長は、バンコクの議論で提起された考えについて検討すると述べ、参加者は協力の精神を

発揮したと賞賛した。ADP 非公式プレナリーは午後 4 時 24 分、閉会した。 

 

京都議定書の下での附属書 I 国の更なる約束に関する特別作業部会 

8 月 30 日木曜日の会合開会にあたり、AWG-KP 議長の Madeleine Diouf（セネガル）は、締約国に対し、

保留されている問題の進展を図るよう促した、保留問題には次のものが含まれる：京都議定書第 2 約束期間

の長さ；数量化された排出量抑制および削減目標（QELROs)；割当量単位（AAUs）繰越の影響；第 2 約束

期間に参加しない締約国のメカニズムへのアクセス；第 1 約束期間から第 2 約束期間へのスムーズな移行確
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保のための法的な問題。コンタクトグループの会合が開催されたほか、数値／文章に関するスピンオフグル

ープ、第 2 約束期間に関する非公式協議も開催された。 

コンタクトグループ：開会プレナリー直後に開催されたコンタクトグループ会合で、参加者は、開会ステ

ートメントを発表した。アルジェリアは G-77/中国の立場で発言し、附属書 I 国に対し、野心レベルを引き

上げるよう勧め、QELROsを提示していない締約国に対し提示するよう促した。韓国は EIGの立場で発言し、

EU と共に、8 年の第 2 約束期間を支持し、QELROs の中期レビューおよび柔軟なプロセスを保持する必要が

あると強調した。 

EU は、第 2 約束期間は「ダーバン・パッケージ」の一部に過ぎないと強調し、AWG-LCA のレビューに

合わせ、2015 年に締約国の約束の野心レベルをレビューするよう提案した。 

AOSIS、LDCs、アフリカングループは 5 年の約束期間を支持した。AOSIS は、算定での欺瞞や条件付けな

ど「見せかけだけ（window dressing）」に対する懸念を表明した。 

スワジランドはアフリカングループの立場で発言し、次のことを求めた：高い野心レベル；余剰 AAUs 繰

越問題の速やかな解決；柔軟性メカニズムは第 2 約束期間に参加する締約国に限定する。 

ガンビアは LDCs の立場で発言し、ADP の下での新しい議定書の進展を図るため、AWG-KP を成功裏に

終了するよう求めた。 

サウジアラビアはアラブグループの立場で発言し、先進国に対し、義務の法的拘束力の継続を求め、約束

期間でのギャップ回避を求めた。 

ベネズエラは ALBA の立場で発言し、先進国に対し、ドーハで「明確かつ意味のある（ clear and 

meaningful）」第 2 約束期間を採択して歴史的責任を果たすよう求めた。 

南アフリカは BASIC の立場で発言し、現在のプレッジにおける野心レベルを引き上げるよう求め、議定書

の改定案の採択は、ドーハで成果を挙げる「かなめ石」になると述べた。 

フィリピンは、アルジェリア、アルゼンチン、ボリビア、中国、キューバ、コンゴ民主共和国、エルサル

バドル、エクアドル、エジプト、インド、イラン、クウェート、マレーシア、マリ、ニカラグア、サウジア

ラビア、スリランカ、スーダン、タイ、ベネズエラの立場も代表して発言し、プレッジベース手法の採用に

警告し、集約化システム、共通の算定方式、努力の比較可能性が必要であると強調した。 

附属書 I の更なる約束：ボンに続き、数値／文章に関するスピンオフグループが 1 週間を通して会合を開

催し、Jürgen Lefevere (EU)と Sandea de Wet (南アフリカ)が共同進行役を務めた。第 1 約束期間から第 2 約

束期間への移行に関する法的問題および技術的問題は、AWG-KP副議長の Jukka Uosukainen (フィンランド)

が進行役を務める非公式協議で検討された。 

数値／文章：締約国は、共同進行役がノンペーパーにまとめた改定案の数字について議論した。さらに締

約国は、次の問題に関するテクニカルペーパーについて事務局のプレゼンテーションを受けた：繰越オプシ

ョンに関する定量的な影響；基本年の割合で示された QELROs と絶対排出量レベル。ウクライナは、近く表

明予定の QELRO の想定条件についてプレゼンテーションを行った。 

QELROs に関し、締約国は、2020 年までに 20％削減というウクライナの年度指定目標の基礎を為す想定条
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件、ならびにその QELRO への変換作業について情報提供を受けた。QELROs をまだ提示していない先進国

は、提示することが求められた。締約国は、二国間協議において、ベラルーシおよびカザフスタンが近く提

出する可能性がある QELRO について議論した。 

野心に関し、締約国は、野心レベル引き上げという共通目標の共有を表明したが、いつ、どのようにとい

う問題に関しては依然意見が分かれた。多数の開発途上国が、8 年の約束期間では現在の低い野心レベルで

固定されると懸念を表明した。QELROs の野心を引き上げるため、締約国は、中期レビュー実施についても

議論した。参加者は次の点について意見交換を行った：第 2 約束期間のレビューはどの組織が行うべきか；

第 2 約束期間のレビューと条約の下での 2015 年レビューの関係。さらに、野心に関係し、ブラジルは、締約

国が希望すればいつでも約束の野心レベルを引き上げられるように議定書を改定し、国際法の下で直ちに発

効することを提案した。締約国は、ドーハの前に野心とレビューに関する閣僚級会合が必要であると指摘し

た。 

余剰 AAUs の繰越に関し、締約国は、繰り越す余剰分を制限するという、AOSIS、アフリカングループ、ブ

ラジルの提案について議論した、この提案は G-77/中国による新しい提案に統合されており、繰越の上限を

第 2 約束期間の 2.5％としている。繰越を制限しないとのオプションも提出されている。締約国は、第 1 約束

期間の余剰分は量的には影響が大きいが、具体的には EU、ロシア、ウクライナなど尐数の締約国にとどまっ

ていると指摘した。繰越の厳格な制限は全ての開発途上国の支持を受けたが、一部の先進国は、体制では総

合的な観点から繰越問題に取り組むべきであり、過剰な達成を罰するシグナルを送らないよう、慎重を期す

べきだと述べた。 

適格性に関し、締約国は、次のものが京都メカニズムへアクセスできるようにすべきかどうか議論した：

暫定適用を申請した国のみ；QELROs を提出した国；第 2 約束期間への参加を表明した国；京都議定書の全

ての締約国；条約の下の全ての締約国。大半の開発途上国は、柔軟性メカニズムへのアクセス、中でも最も

重要なクリーン開発メカニズム（CDM）へのアクセスを、第 2 約束期間の参加国に限定することを支持した。

多数の先進国が、CDM クレジットに対する需要を維持することが重要だと強調し、需要を確保しなければ運

用の継続性を十分に確保できないと述べた。一部のものは、異種の炭素市場が「開拓時代の西部（the Wild 

West）」のようになる危険を指摘した。 

第 2 約束期間に関し、締約国は、副議長の Uosukainen が進行役を務める非公式協議で、約束期間のギャ

ップに対応するドーハでの決定書の文書草案数件について議論した。多数の締約国が、たとえば柔軟性メカ

ニズムなど、2013 年以降の議定書の「継ぎ目のない継続（seamless continuation）」を確保する必要があると

強調した。締約国は、オプションを検討し、ドーハでの決定書の必要要素について議論した。 

締約国は、AOSIS、アフリカングループ、ブラジル、オーストラリア、EU、ブラジルの文書提案をまとめ

た一つのノンペーパーについて議論した。このペーパーは、多様な提案を 8 つの分類にまとめたものであり、

次のものが含まれる：序文；改定案の採択；締約国に批准を促すパラグラフ；暫定適用；法的継続性に関す

る追加記述；運用上の継続性、技術的な継続性；結果としておきる以前の CMP 決定書の改定；ユニラテラ

ルな宣言の歓迎など、その他の提案。多数の締約国が、提案要素の一部は相互に支え合うものであり、他を
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排するものではないと強調した。議論の中で、締約国は、CMP 決定書が法的拘束力をもたないことへの懸念

を示したが、他のものは、暫定適用に伴う困難と時間の必要性を指摘した。一部の締約国は、暫定適用にも

満たないものは全て国際的な法的拘束力がなく、このためギャップの法的な結末に対応しないと強調し、「最

大限の対象範囲に対する最大限の拘束性（maximum bindingness with maximum coverage）」の必要性に注

目した。数カ国の締約国は、第 2 約束期間に関し、バンコクで出てきた文章はドーハに向けた各国の明確な

マンデートを確保する上で特に重要であると述べた。 

閉会プレナリー：水曜日午後の非公式閉会プレナリーで、AWG-KP 議長の Diouf は、提案されている文章

の包括性では合意があると指摘した。同議長は、締約国に対し、これまでの進展状況を示す文章を作成する

と伝え、これはソウルでの COP 前会合の準備に向けた大きな一歩となり、ドーハでの交渉の土台となるはず

だと述べた。同議長は、望むべくは 10 月初めにこの文章を UNFCCC ホームページで閲覧可能にすると述べ

た。 

アルジェリアは G-77/中国の立場で発言し、野心的な排出削減量をもち、2013 年 1 月 1 日から始まる第 2

約束期間の重要性を強調した。同代表は、ドーハでの強力かつ法的拘束力のある成果を求め、AWG-KP の下

で法的拘束力のある約束を行わない附属書 I国は、柔軟性メカニズムの便益を求めるべきでないと強調した。

同代表は、QELROs を提示していない締約国に対し、提示するよう求め、既に提示した締約国に対しては、

ドーハまでに QELROs の野心の大幅な改善を検討すべきだと述べた。 

スイスは EIG の立場で発言し、議長が作成する文書には全ての要素を盛り込み、第 2 約束期間へのスムー

ズな移行とドーハでの AWG-KP の成功裡の終了を可能にするよう述べた。 

オーストラリアはアンブレラ・グループの立場で発言し、ドーハでの作業では 2013 年 1 月 1 日からの第 2

約束期間への移行実施、京都議定書のインフラやメカニズムの実施継続の確保など、保留問題に焦点を当て

るよう求めた。 

EU は次の必要性を強調した：議定書の批准可能な改定案の採択；附属書 B の QELROs の明記； 8 年の第

2 約束期間での合意、これはレビュープロセスと組み合わせるべきこと。同代表は、特に第 2 約束期間を受

け入れている締約国に対し京都メカニズムの継続利用を可能にすることが重要だと強調し、第 2 約束期間に

参加する意思がないと表明した附属書 B 締約国に対し、ダーバン会合で一つの世界的な合意に向け進展があ

ったことに鑑み、その立場を再考するよう求めた。 

スワジランドはアフリカングループの立場で発言し、AWG-KP の議論の進展が遅いことに懸念を表明し、

附属書 I 国は国情や国内法を、議定書からの脱退や、第 2 約束期間の不参加、QELROs の不提示を正当化す

る「言い訳（excuse）」に使うべきでないと述べた。同代表は、附属書 I 国の指導力のなさ、プレッジの低さ、

8 年の約束期間の間、低い野心レベルで固定しようとする意図を嘆き、これは「人間の権利を省みない（a 

reckless disregard of human rights）」行為だと非難した。 

ガンビアは LDCs および AOSIS の立場で発言し、次のことを求めた：QELROs を提示していないものも含

めた附属書 I 国は、野心を引き上げ、法的拘束力のある一つの数値で示された無条件の QELROs を、議定書

の附属書 B の改定案に含める；5 年の第 2 約束期間；第 1 約束期間からの余剰 AAUs の大幅削減。同代表は
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次のことを強調した：メカニズムへの参加を希望する全ての附属書 I 国は、第 2 約束期間の附属書 B への

QELROs の明記が求められる；京都議定書の締約国でない締約国は AWG-LCA の下で野心的な約束を行うべ

き。 

サウジアラビアはアラブグループの立場で発言し、ドーハでは 2013 年 1 月 1 日から始まる第 2 約束期間で

合意に達することが重要だと強調した。同代表は、開発途上国が緩和行動をとることを条件に自国の緩和行

動をとろうとする先進国の動きに懸念を表明し、ALBA 諸国とともに、CDM へのアクセスは第 2 約束期間

の批准を条件とすべきだと述べた。 

京都議定書は先進国の排出量増加に取り組む唯一の法的制度であると強調したドミニカはALBAの立場で

発言し、京都議定書の議論が ADP の議論にすり替えられているとして懸念を表明した。 

イランは、アルジェリア、アルゼンチン、ボリビア、中国、キューバ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、エ

クアドル、エジプト、エルサルバドル、インド、イラン、イラク、クウェート、マレーシア、マリ、ニカラ

グア、パキスタン、フィリピン、サウジアラビア、スリランカ、スーダン、ベネズエラの立場も代表して発

言し、ドーハ会合の成功には次のことが必要だと述べた：野心的で法的拘束力のある第 2 約束期間、この中

で、附属書 I 国は野心のギャップを埋めるため公平かつ科学に基づく貢献を行う；BAP の下での野心的な合

意成果、これは京都議定書締約国でない諸国においても比較可能な緩和の野心、資金面での野心を確保し、

BAP の下での他の未解決問題に対応する；ADP の作業の更なる明確化。 

コンゴ民主共和国は熱帯雤林諸国連合の立場で発言し、REDD+は野心のギャップを埋めるために大きな貢

献をできるとし、ただし結果ベースの行動への資金援助が確保できることを条件とすると述べた。 

ニカラグアは SICA の立場で発言し、バンコク会議の進展の遅さに懸念を表明し、自主的なプレッジで科

学が求めているレベルの緩和を達成できるかどうか疑問視した。同代表は、SICA 諸国は自国の資源を使って

自主的に緩和活動を行っていると述べた。 

AWG-KP 議長の Diouf は、締約国に対し、バンコクとドーハの間では既に机上に上っている提案に焦点を

当てるよう勧め、午後 6 時 46 分、非公式プレナリーを閉会した。 

 

条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会 

AWG-LCA 議長の Aysar Tayeb (サウジアラビア)は、非公式 AWG-LCA プレナリーを開会し、このグルー

プのバンコクでの課題を指摘し、実質審議を続け、必要な可能性がある他の決定書を探求し、ドーハで最終

決定される AWG-LCA の成果に向け基本の文章を作成することが含まれると述べた。同議長は、次の文書が

作成されていると指摘した： BAP マンデートからの問題の概要を示し、バリ以降の進展状況を明記するマ

トリックス表；多様な項目における議論の成熟度の違いを示した問題に関する非公式ノート。 

オーストラリアはアンブレラ・グループの立場で発言し、WG-LCA をドーハで終了させるのに今以上の決

定書は必要ないと述べた。同代表は、未解決な問題の全てで意見の一致が得られるわけではないと指摘し、

意見の一致が可能な分野を特定するよう求め、バンコク会合の結論としてはどういう成果または成果文書が

考えられるのかと問うた。 
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アルジェリアは G-77/中国の立場で発言し、次のことが必要だと強調した：緩和と適応のバランス；野心

を強化できるだけの資金、ここでは開発途上国に資金負担を移すことのない、公共の長期資金に焦点を当て

る。 

EU は、AWG-LCA がドーハで終了する際は、個別の問題での進展を図れる最も適切な組織（単数または

複数）を決定し、これらを ADP に移すことは避けるよう主唱した。同代表は、AWG-LCA 終了に関する決

定で ADP の進展を遅らせることがあってはならないと述べた。 

スワジランドはアフリカングループの立場で発言し、プレッジの経済全体の排出削減目標への転換で先進

国が進展を見せるよう求め、LDCs の立場で発言したガンビアと共に、中期資金供与に明確な予想がされて

いないとして懸念を表明した。エクアドルは ALBA の立場で発言し、先進国の緩和が BAP からの重要な保

留問題だと強調した。同代表は、CBDR とそれぞれの能力の原則がこのグループの作業に指針を提供する主

要要素であると指摘し、このグループによる決定書草案文章の検討を求めた。南アフリカは BASIC の立場で

発言し、衡平性、IPRs、ユニラテラルな貿易措置などの未解決問題に焦点を当てた。エジプトはアラブグル

ープの立場で発言し、次のことを求めた：条約の原則の確認；BAP の効果的な実施；AWG-LCA で終了しな

かった作業の今後の進め方の検討。 

コンゴ民主共和国は、アルジェリア、アルゼンチン、ボリビア、中国、キューバ、エクアドル、エジプト、

エルサルバドル、インド、イラク、クウェート、マレーシア、ニカラグア、フィリピン、サウジアラビア、

スリランカ、スーダン、タイ、ベネズエラの立場も代表して発言し、ドーハで AWG-LCA を終了できるのは、

BAP マンデート.の全ての要素について合意成果をまとめられた後でなければならないと述べた。同代表は、

次のものなど保留事項を指摘した：歴史的責任、持続可能な開発への公平なアクセス、IPRs など「内容要素

（contextual elements）」と呼ばれるものが何かについて共通の理解を進める；第 2 約束期間の緩和野心引き

上げ；議定書の締約国でない国による相応な努力を確保する；コスタリカは熱帯雤林諸国連合の立場で発言

し、市場メカニズムで合意に達する必要があり、REDD+への投資を増加する必要があると強調した。 

ニカラグアは SICA の立場で発言し、BAP の全ての柱について合意成果を得ることが、AWG-LCA 終了の

前提条件であると述べ、特に長期資金および共有ビジョンに関する保留問題を指摘した。 

コンタクトグループ（議題項目 3、4、5）AWG-LCA 議長の Tayeb がこのコンタクトグループの議長を務

め、多様な問題に関する進行役がこれを補佐した。締約国は、ボンでの議論を受け、更なる実施に関し COP 

17 から委任を受けた問題について、スピンオフグループでの審議を継続した、この中には次のものが含まれ

た：共有ビジョン；先進国の緩和；開発途上国の緩和；レビュー；REDD+；セクター別アプローチ；市場を

含める多様な手法。 

技術、適応、資金、キャパシティ・ビルディング、対応措置、経済移行国（EITs）は、AWG-LCA コンタ

クトグループで検討された。AWG-LCA の現状報告コンタクトグループ会合は 9 月 3 日月曜日に開催され、

全ての項目での進展状況が報告された。AWG-LCA 閉会プレナリーは 9 月 5 日水曜日に開催された。バンコ

クでの作業は、AWG-LCA 議長が作成した 34 頁の非公式概要ノートにまとめられた。 

共有ビジョン：この問題は Zou Ji（中国)が進行役を務めるスピンオフグループで検討された。AWG-LCA
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議長のTayebは、AWG-LCA現状報告コンタクトグループに対し、世界の目標およびピーク時間枠について、

その内容を最初に議論すべきか、それとも数値を議論すべきかで意見が分かれたと報告した。同議長は、

AWG-LCA が終了した後、この問題をどの組織が扱うについてはまだ議論されていないと述べた。 

緩和：先進国の緩和：この問題は Andrej Kranjc（スロベニア）が進行役を務めるスピンオフグループで検

討された。締約国は、バリ以降の決定を反映させた非公式ノートおよびマトリックス表について検討した。

多数の先進締約国が、プレッジの明確化や国際的評価およびレビューなどの分野で進展があったと強調した

が、多数の開発途上国締約国は、特に次の点で失望したと強調した：具体的な成果の欠如；既存の先進国の

プレッジにおける野心レベルの低さ；努力の比較可能性におけるギャップ。ノルウェーは、全ての締約国に

共通の算定規則を提案し、オーストラリアと EU は支持したが、ブラジル、中国、インド、ケニアは反対し

た。 

進行役の Kranjc は、AWG-LCA 現状報告コンタクトグループへの報告の中で、実質的な問題および今後

の進め方では有用な意見交換があったと強調し、締約国は目標の明確化および進展状況の計測手法について、

更なる議論をする必要があることで合意したと付け加えた。 

開発途上国の緩和：この問題は、Gary Theseira (マレーシア) が進行役を務めるスピンオフグループで検討

された。締約国は、2 つの議事進行ツールについて検討した： COP 13 以降開発途上国締約国が NAMAs に

ついて行ってきた作業の「鳥瞰図（bird’s eye view）」を示すマトリックス表；枠組み要素、締約国が連絡し

た NAMAs の要素、NAMAs の作成および実施支援に関する要素を記載する非公式ノート。 

米国、ニュージーランド、ノルウェー、カナダ、EU、オーストラリア、スイス、および AOSIS の立場で

発言したマーシャル諸島は、このグループのマンデートは開発途上国締約国による緩和プレッジの明確化を

続けることであり、これは信頼と信用を築き、今後の進め方について実際的な解決策を特定する上で重要で

あると強調した。これら諸国は、まだプレッジを提出していない締約国に対し、提出するよう勧め、既に提

出された行動の体系的な取りまとめを求めた。 

中国、ブラジル、南アフリカは、開発途上国への支援の MRV 問題では更なる作業が必要だと強調した。

EU はこれに反対し、この問題は別なところで検討されているとし、作業の重複を警告した。中国は、関連す

る NAMA 情報はレジストリにまとめられていると指摘した。マリは、COP 18 向けの NAMAs の作成および

実施に関し、地域ワークショップおよびハンドブックを通した支援を求めた。 

進行役の Theseira は、AWG-LCA 現状報告コンタクトグループへの報告において、このスピンオフグルー

プではドーハの成果の一部になりうる要素を記載したノートを検討したと強調し、締約国が特定した要素に

は次のものが含まれると述べた：NAMAs および支援の提供強化を再度求める；NAMAs の多様性を理解す

るための更なる議論；支援の MRV に関するガイドライン作成；NAMAs 作成および実施に関する各国の能

力向上のための提案。 

REDD+：この問題は、Yaw Osafo（ガーナ）が進行役を務めるスピンオフグループで検討された。進行役の

Osafo は AWG-LCA 現状報告コンタクトグループへの報告において、このグループの議論は REDD+に関す

る会合期間内ワークショップに基づくものであり、特に次のことに焦点を当てたと述べた：ガイドとなる原
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則；資金の規模拡大および推進を可能にする上で必要な条件；更なる審議が必要な問題；REDD+の全面的な

実施に向けた資金供与のインセンティブとして、ドーハから発信する必要があるシグナル。同進行役は、必

要な制度アレンジについて活発な意見交換があったと報告し、この中には REDD+理事会、レジストリ、保険

メカニズムまたは貯留量メカニズム、レビューと規制組織の設置が含まれると述べた。同進行役は、締約国

の検討のため最新の非公式ノートが作成されると述べた。 

セクター別アプローチ：この問題は、George Wamukoya（ケニア）が進行役を務めるスピンオフグループ

で検討された。進行役の Wamukoya は、AWG-LCA 現状報告コンタクトグループへの報告において、締約

国は一般枠組みに関する 4 つのオプションについて意見交換を行ったが、意見の相違は残ったと指摘した。

バンカー燃料に関し、同進行役は、同グループは 5 つのオプションについて議論し、さらなる絞り込みを続

けたと報告した。 

多様な手法：この問題は、Alexa Kleysteuber（チリ）が進行役を務めるスピンオフグループで検討された。

進行役の Kleysteuber は、AWG-LCA 現状報告コンタクトグループに対し、同グループでは議論が必要な要

素のマップを示した非公式ノートに基づき議論したと報告した。多様な手法の枠組みに関し、同進行役は、

締約国がその目的や役割に関する意見交換を行ったと述べた。新しい市場メカニズムに関し、同進行役は、

規則や手続きに関し意義のある意見交換が行われたと強調した。 

対応措置：AWG-LCA 議長の Tayeb は、AWG-LCA 現状報告コンタクトグループに対し、ドーハ向けに決

定書の文章を作成すべきかどうか、ユニラテラルな措置についてはどの会議の場で検討すべきか、異なる意

見が表明されたと報告した。 

適応：Tayeb 議長が議長を務めたこのコンタクトグループの議論で、締約国は、「適応に関する強化された

行動」についての非公式ノートを検討し、ボン会合で提起された枠組み要素および疑問点に注目した、この

中には次のものが含まれる：適応に対する支援；国別適応計画；条約の仲介者としての役割強化；耐久性を

高めるための経済多角化。COP 13 から SB 36 までの適応に関する決定および行動を示したマトリックス表が

提出された。 

G-77/中国の立場で発言したアルゼンチン、LDCs の立場で発言したバングラデシュ、その他は、適応実施

方法を強化しさらに高める必要があると指摘した。ボリビアは多数の国を代表して発言し、適応行動の実施

に対しインセンティブを提供する方法に関し、関連する条約機関および他のものと共に、適応委員会が常任

委員会と協力して提案を作成するようなプロセスを設ける、「適応に関する強化された行動」を一貫した形で

実施していく方法に関するワークショップを SB 38 と併行して開催するよう提案した。 

ナウルは AOSIS の立場で発言し、災害リスク管理と気候変動への適応の共同実施を求め、国家レベルの制

度を強化する必要があると強調した。 

ノルウェーは、適応に関して行われるであろう作業を支援し、支える関連決定書を指摘した。米国は、適

応委員会などの関連メカニズムが設置されたことを述べるとともに、このメカニズムがどう運用されるかに

関し懸念を指摘した。同代表は、実施方法の問題は資金グループで検討されていると指摘した。 

議長の Tayeb は、AWG-LCA 現状報告プレナリーへの報告の中で、締約国は更なる作業が必要な問題を特



                                                                       
 

Earth Negotiations Bulletin                                                                一般財団法人 地球産業文化研究所 

Bangkok Climate Change Conference - August 2012                                                    http://www.gispri.or.jp 

http://www.iisd.ca/climate/ccwg17i/                                                 Tel:+81-3-3663-2500  Fax:+81-3-3663-2301 

 
 

22 

定しており、この中には次のものが含まれると指摘した：適応実施の手段；2013-2015 年の資金供与；資金と

のリンク；非 LDCs 国の国別適応計画；条約の仲介者としての役割。同議長は、AWG-LCA がこれらの問題

についてさらに議論すべきかどうか、追加の決定書が必要かどうかでは意見が分かれたままであったと述べ

た。 

資金：Tayeb 議長によるコンタクトグループの議論では、枠組みの要素や 2012-2020 年の期間における資

金供与；その他の機関及び金融機関との連携; MRV; 早期開始資金; GCF; 及び長期資金について焦点をあて

つつ、“緩和、適応、及び技術協力に関する行動を支援するための資金源及び投資の提供に関する強化された

行動”についての非公式ノートを検討した。また、COP 13 以降に採択された決定書や行動について説明する

マトリックステーブルについても紹介された。 

決定書草案の必要性については多様な意見が出された。AWG-LCAで既に重要な成果を出しており、資金

の議論が続けられるその他の取り決めについても設けられたとし、先進国はカンクン及びダーバンの決定書

について強調した。いくつかの先進国が、AWG-LCAは中期資金について議論する場としてふさわしくない

と述べた。ドーハでの資金に関する決定書を求めて、開発途上国は、中期的な資金のギャップについての懸

念を示し、また資金支援のMRVと供与の透明性強化について検討する必要があると指摘した。 

その後のコンタクトグループのセッションでは、2013-2020年における気候資金の継続のための各種選択肢

や早期開始資金、MRV、及びGCFとCOPとの取り決めについて説明する、AWG-LCA議長による改訂版ノー

トが議論された。 

GCFとCOPとの取り決めについては、GEFが良いモデルになるかどうかという点；GCFとCOPとの適切な

ダイアログの確保；及びGCF向けの取り決めを整備するための常任委員会に対する指針などが議論された。

オーストラリアは、ここで本件について議論するのは妥当ではないと述べた。バルバドスは、ある程度の確

実性を与えるため、GCFホスト、COPとGCFの取り決め、及び初期資金に関する決定書を出すべきだと述べ

た。2013-2020年における気候資金の継続性については、一部の開発途上国が改めて先進国による保証の明言

を求めた。米国は、自国は資金拠出を拡充していると述べ、2012年以後の資金の継続性について再保証する

ことと数値目標を担うことを区別した。コロンビアは、その取組みについて賞賛しながらも、それが1,000億

米ドルの数値目標が実現されるための十分な再保証にはならないと述べた。 

Tayeb議長は、AWG-LCA 現状報告コンタクトグループについて、特に、AWG-LCAの下で追加的な決定

書が必要かどうかという問題や、今後の資金問題に関する検討の方法や場所をどうするかという問題につい

て意見の相違が残っていると報告した。 

技術：Tayeb議長のコンタクトグループでは、“技術開発及び移転に関する強化された行動”と題された非

公式ノートが検討され、枠組みの要素；CTCN及び技術執行委員会(TEC)の機能；及び資金メカニズム及びそ

の他のテーマをもつ組織との連携などが議論された。また、議長により、BAP採択以降の技術に関する決定

についてのマトリックステーブルが紹介された。その後の議論では、特に以下のことについて意見が表明さ

れた；TECとCTCNとの関係; 新たな組織の機能及び権限；ダーバンで決定した項目以外についての議論の必

要性; ドーハで必要とされる決定書のスコープ;及びUNFCCCの下でIPR問題を対処すべきかどうか。 
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AWG-LCA現状報告コンタクトグループへの報告の中で、Tayeb議長は、CTCNと技術執行委員会(TEC)と

の関係；両組織に追加可能な機能;及び IPRs等が保留事項として特定されたと述べた。これらの問題につい

て、さらに検討する必要があるということで合意が得られたものの、その方法と場所については意見が分か

れていると伝えた。 

キャパシティ・ビルディング：本件はAWG-LCAコンタクトグループで議論された。AWG-LCA現状報告

コンタクトグループの報告の中で、Tayeb議長は、懸案事項を取り上げる方法と場の問題やAWG-LCAが追加

的な指針を提供すべきかどうかという問題について意見が分かれていると述べた。 

レビュー：本件はGertraud Wollansky（オーストリア）が進行役を務めたスピンオフグループで取り上げ

られた。Wollansky進行役は、現状報告コンタクトグループに対して、レビューのスコープについては、決

定書 1/CP.16 パラ 138（レビュー）を土台にする方法と、開発途上国に提供される実施の手段を含めて、条

約の下での約束の実施の評価も含めたスコープをさらに規定する方法という現在2つの選択肢が検討対象と

なっていることを伝えた。インプットに関する専門家の検討については、ドーハで発足するレビュー専門家

グループ、またはSBSTA及びSBI合同コンタクトグループで実施するという2つの選択肢が議論になっている

と強調した。 

EIT及びCOPで認識された特殊事情をかかえる国々:Tayeb議長は、AWG-LCA副議長の下で行われている協

議がまだ継続中であると報告した。 

AWG-LCA 現状報告コンタクトグループ：これまでの進捗状況に関して参加者の意見発表が行われた。スイ

スは、EIGの立場から、コンタクトグループの“優先課題と性質を変更しないよう” 締約国に釘をさすととも

に、スピンオフグループでの議論に注力するよう求め、議論のテーマはAWG-LCAの下で合意済みの成果を

補完するものでなければならないと述べた。さらに、87ヶ国からの緩和の誓約や適応、技術及び資金につい

ての新たな重点課題など、AWG-LCAでの成果を強調した。 

オーストラリアは、アンブレラ・グループの立場から、資金、技術、キャパシティ・ビルディングのため

の“恒久的な本部”を設置したことは、決して小さな成果ではないとし、新たに設置されたメカニズムの下で

もこの作業が続けられるのだと強調した。 

フィリピンは、AWG-LCAの作業は完了してはいないとし、BAPの実施に関して進展した部分と進展して

いない部分について検討するよう要請した。また、開発途上国が条約の下での義務を履行するために、実施

するための手段を提供することが重要だと指摘した。 

EUは、プレッジの明確化やREDD+資金及びバンカー燃料問題の進展を求めつつ、実施のギャップの規模

を“より良く技術的に理解”する必要があると強調した。  

コロンビアは、BAPは“長期的な視野（a long-term horizon）”を築いており、明確な期限を有するもので

はないと述べ、AWG-LCA後のシナリオへの移行を模索するよう提案した。 

ケニアは、アフリカングループの立場から、技術的な問題を前進させるためのプロセスを求め、ドーハで

は、“非常に包括的な“決定が求められると述べた。 
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インドは、排出量のピーク期のタイムフレームや長期資金及び貿易関連のIPR問題などを含め、ドーハで決

着させられない可能性のある技術的な問題や政治的な問題を特定し、同作業の前進をめざすことを提案した。

また、AWG-LCAの“成功裏の完了”がダーバン決定書の重要な部分であると指摘した。 

南アフリカは、比較可能性、資金、技術及び適応といった主要な要素について明確になっていないと指摘

し、カンクン及びダーバンで設置された組織は、条約の下での約束を議論する場として適切ではないとし、

これらの問題についてドーハで論理的な決着をつけるべく、実質的な審議に入るよう求めた。 

シンガポールは、最新情報はAWG-LCAの現状について“酔いが覚める現実（sobering reality）”を与える

とし、“意見の相違が明瞭な形になったが（crystallized our divergences）”、意見の収斂に向けて大きな進展

がなされていないと述べた。また、ドーハではAWG-LCA完了のための決定書が必要だと指摘した。一方、

米国は、AWG-LCA完了のための決定書は必要ではなく、これを延長する場合には正式な決定が必要になる

と述べた。 

サウジアラビアは、意見が分かれている領域で締約国の意見を収束させる必要があるとし、問題解決に向

けて革新的な手段を見つけなければ将来的に“何度も戻る（keep coming back）”ことになると述べた。 

AWG-LCAのTayeb議長は、議題項目の終了が議論の終了を意味するものでも作業が継続できないという意

味になるものでもなく、全員がAWG-LCAの作業完了を願っているのだと結んだ。 

AWG-LCAインセッション・ワークショップ: REDD+に関連した成果ベースの行動の完全実施に向けた、資

金的なオプションに関するワークショップが8月30日（木）に開催され、資金供給のためのモダリティーと手

続きの議論が行われた。ワークショップの詳細については、http://www.iisd.ca/vol12/enb12549e.htmlを参

照。 

8月31日（金）には、様々なアプローチのフレームワークや新市場メカニズムに関して2つのワークショッ

プが開催された。詳細情報は、http://www.iisd.ca/vol12/enb12550e.html 

9月2日（日）には、先進国である締約国による経済全体の排出削減数値目標に関するワークショップなら

びに開発途上国である締約国のNAMAの多様性や基礎的条件及びこれらの行動を実施するために必要な支

援の理解に関するワークショップの2つが開催された。詳細については、

http://www.iisd.ca/vol12/enb12552e.html 

閉会プレナリー:水曜午後に開催された閉会プレナリーでは、AWG-LCA のTayeb議長が、実施済みのプ

ロセスについて想起し、議長の説明によれば「バンコクで取り上げられた問題点を網羅した」という“非公式

概要ノート”を紹介した。この全34頁の文書にはAWG-LCAの議題や問題解決のための対応策など様々なトピ

ックに関するやりとりを反映しているが、決定書の文言を含め、内容やフォーラムや今後の方針は合意を得

ているものではないと述べた。また、このノートは、これまでの進捗や残りの課題などについて考察しやす

くするために、締約国の意見、質問、またはオプション案などを参照して作成されたものであると述べた。 

アルジェリアは、G-77/中国の立場から、特にダーバンで定められた新たな義務の観点から、2012-2020年

の資金ギャップや、長期資金；COPとGCFとの取り決め；及び資金支援のMRV問題に対応するよう求めた。 

http://www.iisd.ca/vol12/enb12549e.html
http://www.iisd.ca/vol12/enb12550e.html
http://www.iisd.ca/vol12/enb12552e.html
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ガンビアは、LDCの立場から、長期国際排出削減目標に関する決定書；レビュープロセスの下での長期国

際目標の妥当性の評価；共通算定ルールの採択；NAMAの準備及び実施のためのハンドブック作成を含めた、

開発途上国のプレッジづくりの支援；GCFに言及した長期資金に関する決定書；支援のMRV；及び2020年ま

での中期資金について要求した。 

スワジランドは、アフリカングループの立場から、資金、技術移転及びキャパシティ・ビルディングを含

めた実施手段に関する決定書を求め、2013-2020年の資金ギャップに対する懸念を示した。さらに、緩和に関

する先進国による共通算定ルールを求め、締約国はダーバン・パッケージを部分的に“選り好み”することは

できないと強調した。 

ナウルは、AOSISの立場から、課題の大きさに相応するよう、特に世界の排出量のピーク期の特定につい

ては、もっと大きな緊急感を求めた。また、2013-15年のレビューのスコープ及びモダリティーについては、

目標を受け入れるための政治的妥協の一部として合意されていることを締約国に再認識させた。さらに、共

通の算定枠組みを通じて、プレッジと数値目標を比較可能にし、明確性と予測可能性を提供するための中期

的資金目標を採択するよう求めた。 

ベネズエラは、ALBA諸国の立場から、温室効果ガスの国際的な削減目標及び世界の排出ピークの時期；

カンクンで発足した組織を通じた資金及び技術移転を伴った開発途上国の実施手段；及び環境十全性を促進

するための明確なルールと方法論に関するシステムに対する取組みを求めた。また、合意された成果は実質

的な決定書の形で残し、合意が得られない分野については手続き的な決定書の形でまとめるよう求めた。 

スイスは、EIGの立場から、COP 18でAWG-LCAが完了しても資金や適応の問題に関する作業が終了する

訳ではないと述べるとともに、議長の非公式ノートはバンコクでの作業の進展を反映していないと嘆いた。 

サウジアラビアは、アラブグループの立場から、ダーバン・パッケージの完全かつ公平な実施を要請し、

BAPに則った合意成果に到達したことを受けてAWG-LCAを成功裏に完了させるよう求めた。 

パプアニューギニアは、熱帯雤林連合の立場から、REDD+の成果ベースの支払いのための資金拠出に向け

て先進国は動いていないとの懸念を示した。 

キプロスは、EUの立場から、非公式概要ノートでは、ダーバンで委任された問題とその他の問題が区別さ

れていないのが残念だと述べ、AWG-LCAが完了しても空白を生むことはなく、これらの問題は2012-2020年

のレジームの主要部分であると強調した。 

オーストラリアは、アンブレラ・グループの立場から、ダーバンで委任を受けたタスクの大半で有益な進

展があったとの見方を示し、コンタクトグループで検討すべき追加的な問題については合意が形成されてお

らず、議長の非公式概要 

ノートでも過去1週間の意見のやりとりが反映されていないと指摘した。また、AWG-LCAは、ダーバンか

ら委任された２、３の問題を重点的に扱うべきだと指摘した。 

ニカラグアは、SICAの立場から、AWG-LCAでの進展がないことに失望感と苛立ちを示し、これも作業を

前進させるための決定書が無いためだとして、今からドーハまでの間に決定書の草案を作成し、未決問題や

保留事項の方向性に関しても明確にするよう求めた。 
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ボリビアは、アルジェリア、アルゼンチン、ボリビア、中国、キューバ、コンゴ民主共和国、ドミニカ、

エクアドル、エジプト、エルサルバドル、インド、イラン、イラク、クウェート、マレーシア、マリ、ニカ

ラグア、パキスタン、フィリピン、サウジアラビア、スリランカ、スーダン及びベネズエラを代表し、BAP

のほぼ全ての要素に関する決定書草案を提案したことについて述べ、AWG-LCAを完了させるためにBAPの

全ての要素で野心的かつ衡平な成果に達する必要があると強調した。また、成功裏に完結した問題と未解決

となっている問題とをリスト化するよう求めた。 

ドミニカ共和国は、チリ、コロンビア、コスタリカ及びペルーを代表し、バリ以降、AWG-LCAで講じら

れた大きなステップについて強調した。また、気候プロセスは終着点というよりも成果を挙げた里程によっ

て特徴づけられるものであると述べ、AWG-LCAの完了はすべての問題についての議論の終了を意味するも

のではないと述べた。 

米国は、プロセスに対する懸念を声にした。ダーバン及びボンの合意により、特にREDD+、共有ビジョン

及び市場メカニズムについての作業に専念することが決まったとし、その他の問題について議論することで

合意が成された場合には、参加国はそれらを調査することは可能だが、そうした事実はバンコクでは無かっ

たと述べた。また、文書の中のバランスが欠如している点は“disturbing”とし、開発途上国向けの算定や他の

UNFCCC機関で実施された資金に関する作業などについて自国の政府代表が発したコメントが十分に反映

されていないことについて嘆いた。また、議長の非公式ノートはドーハに向けて有益なフレームワークを示

していないとし、対応措置に関する新しい章を含めた34頁の“対案”を示した。 

シンガポールは、ドーハで結果を出すために、意見が収斂できる部分とできない部分をできるだけ正確に

把握すべきだと述べ、議長の概要ノートに対しては、バランスが欠けており、シンガポールの貿易に関する

提案も誤った形で提起されているとして懸念を表明した。 

アラブ首長国連邦（UAE）は、AWG-LCAが“十分に役割を果たし”多くの進展をなしたと述べた。 

インドネシアは、議長の非公式ノートに歓迎の意を示しつつも、適応や実施手段などについて特に進展が

ないことに対して懸念を示し、各締約国がドーハで検討するテキスト案をできるだけ早期に提出するよう求

めた。 

インドは、AWG-LCAはドーハでその使命を終了しなければならず、それはダーバン・パッケージのバラ

ンスの中で中心的な要素であると強調した。また、大きな政治的な未決問題はADPに、技術的な問題は

UNFCCCの新組織に付託すべきだと述べた。 

中国は、ダーバン決議はAWG-LCAを終結させるものではなく、むしろ成功裏の成果に到達するまで作業

を継続すべきだと強調した。 

ドーハではAWG-LCAに関して充実した章を完結させられるよう各国に要請し、Tayeb議長によって午後8

時47分、閉会となった。 
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今次会合に関する分析 

 

、今年8月には2007年の従来の記録を塗り替えて北極海の氷の融解が進んでいるとする、意気消沈し考え込

ませるニュースが流れる中、バンコクでの非公式気候会議が開催された。世界の先頭に立つ科学者達は、北

極海の氷は4年以内に消滅する恐れがあることを肯定している。一方、都市や沿岸部をハリケーンが襲い、穀

物や農村部を干ばつが見舞い、破壊的な野火が猛威を振るうなど、しばしば気候変動が原因だとされる極端

な気象現象が経験されている。 

バンコクでは、代表団は新たな気候変動対策に関する何の合意にも至らなかったが、年末のドーハ会議で

成功裏の成果及びバランスのとれた政策パッケージを採択できるように期待させる幾つかの進展はあった。

UNFCCC事務局長が開幕時の記者会見で述べたように、（今次会合は）非公式会議でもあり、“腕まくりを

して実務にあたる会議”だった。非公式バンコク会議は資金不足から開催が危ぶまれたものの、①確固たる第

２約束期間を実現させるためのドーハ議定書改正、②AWG-LCAの成功裏の完了、③2015年までに新たな法

的レジームに関する交渉を決着し2020年から開始できるように道筋をつくりADPの最初の作業を固める等、

ある政府代表がいみじくも述べたように、結局は盛り沢山なメニューが入れられた。 

ここでは、これらの3つの要素からバンコク会議を検証し、どの程度ドーハの成功に寄与する内容となった

のか議論したい。 

 

「何かに取り組んでいるとき、弁解はなく、結果あるのみ」－ケネス・ブランチャード 

京都議定書の交渉トラックに関する議論は、第２約束期間の議論が中心となった。確固たる第２約束期間

は、第１約束期間と第２約束期間の“スムーズ”または “シームレスな移行”や法律・技術・運用面の継続性な

どを含めた幾つかの要素を構想している。法的継続性を担保するため、QELROsや第2約束期間の中で提出さ

れた先進国からの約束は、第2約束期間が開始となる2013年1月1日時点で法的拘束力をもたなければならない。

ドーハでの京都議定書に対する改正の採択はこの点に対処することはできるが、そうした改正の批准は多く

の国々にとって長期にわたる国内プロセスである。カンクンやダーバンで改正案の採択によって物事を進め

ていく機会を逃した今、必然的に起こりうる批准ギャップを回避するには、締約国は多くの創意工夫と法的

な発想力を発揮しなければならない。 

開発途上国、特にAOSIS諸国は、発効や個々の締約国の批准を待つ間、2013年1月1日から京都議定書改正

を一時的に適用するという暫定適用を支持している。こうしたケースの前例はあり、具体例としては、WTO

の前身であるGATTが1948年から1995年まで暫定適用をされていたことで有名である。とはいえ、一部の国

の立法上の制約により、これは全締約国に有効な選択肢ではない。例えば、暫定適用は、“緊急時か公益”に

該当しない限り行政府が条約を暫定的に適用することを憲法で認めないオーストラリアのような国には障害

となる。ドーハでは第2約束期間の法的確実性を規定する問題をいかに進めていくか合意をさがす必要がある。 

第２約束期間に解決しなければならないもう一つの問題は、京都議定書の柔軟性メカニズムを利用する場

合の適格性である。この点については、第２約束期間に署名した国であって、現在暫定的に議定書改正を適
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用しているか、受諾文書を寄託した国だけが柔軟性メカニズムへのアクセスを有すべきだとする案をAOSIS

が提起しているが、意見は未だに分かれている。また、京都議定書の締約国ではない国や、締約国ではある

が第2約束期間に参加する意思のない国などが、これらのメカニズムを利用する適格性があるかどうかという

問題についても、締約国はドーハで決着をつけなければならない。 

また、約束期間を5年とするか、8年とするかという問題でも代表団は合意に達していない。８年案の支持

派は、５年の約束期間が採択される場合に2018年にまた空白期間に対応しなければならないことに対して、

いかなる新レジームでも2020年に実施される場合に尐々重複期間が存在することになる事実に言及しながら、

“空白よりも重複の方がラクだ”と思っている。一方、５年案の支持派は、約束期間が長くなるほど野心の低

レベルでロックインしてしまう可能性があると思っている。約束のレビューを実施するとか、野心はいつで

も引き上げられるという修正つきで対応するという案もある。 

バンコクでは、代表団はこれらの問題について一定の進展はあり、京都議定書修正を採択するドーハ決定

書の可能な修正案についてのAWG-KP副議長ノンペーパーという形になった。代表団がドーハでやるべき仕

事は多く残されているが、このノンペーパーは尐なくとも交渉テーブルに載せる今後の選択肢を示すという

点で大きな役割を果たすのだ。 

 

すべて最後にはうまくいく…うまくいかなくても、そのときが最後ではない－インドの箴言 

AWG-LCAに関して、AWG-LCAの下でさらなる作業が必要かどうかに関するいくつかの問題では“まった

く異なる（worlds apart）”国々であるが、代表団はバリ行動計画の様々な要素を解決しようと取り組んだ。

ダーバン決定書1/CP.17では、“作業を継続しバリ行動計画に沿った合意成果に到達するため、AWG-LCA

の交渉権限を1年間延長し、そこでAWG-LCAを完了させる”ということで代表団は合意がなされた。あるオ

ブザーバーの見方によると、その文言自体が“意図的に曖昧で、さまざまな解釈ができるようになっている。”

ダーバンでは、共有ビジョン；先進国の緩和; 開発途上国の緩和；REDD+；セクター別アプローチ; 市場を

含む様々なアプローチ；及びレビューといった具体的な問題をドーハに持ち込むことが定められた。ボンで

は、それらの問題に関するスピンオフグループを立ち上げることに合意し、バンコクではいくつかのワーク

ショップと併せて非公式な議論が続けられた。 

とはいえ、スピンオフグループで検討されていないバリ行動計画に基づく問題をAWG-LCA完了までに取

り上げる必要があるかどうかという問題では意見の相違が残っている。先進国は、バリ行動計画で決定した

多くの問題は十分に対応済みであり、さらなる検討は、その目的のためにカンクン及びダーバンで設立され

た組織を含めた、他の機関に付託されたと考えている。この観点からすると、関連した問題群がドーハで解

決しない場合、常設の補助機関かCOPが問題解決にあたることが可能である。しかし開発途上国は、2012-2020

年の期間の資金などの諸問題が十分に取り上げられたとすることには断固として意見が異なる。その結果、

バンコクでは、こうした問題が対処されない場合、AWG-LCAが果たしてドーハで完了するのかという憶測

を呼んだ。ある開発途上国の政府代表は“AWG-LCAの延長について合意した訳ではない。AWG-LCAの終了

について同意しただけだ”と述べ、“我々にとって決定的に重要課題だと見なすこれらの問題について成功し
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た結果を得る必要があるのだ”とした。これらの全く正反対の意見によって、AWG-LCAを終了させるにせよ、

延長させるにせよ、決定書—及びそのコンセンサス—が必要になるのではないかとの憶測が一部の諸国で出

ている。ひとつ確実なのは、ダーバン以後AWG-LCAによって成し遂げられた作業を記載した何らかの形式

のテキストをドーハで提起する必要があるのではないかという点だ。 

バンコク会議の最終日、AWG-LCA議長から、これまでの進展と今なお残る課題について締約国が考察す

る手引きとすることを目的とした非公式概要ノートが提出された。多くの開発途上国は、この編集物に満足

感を示したが、先進国の多くは“これを交渉の土台と見なすことはない”との考えを示した。閉会の言葉とし

て、いくつかの締約国は “ダーバンで議論するよう定められた要素と、さらに検討が必要と一部の国だけが

信じるその他の問題とを区別していない” としてノートへの不満を示した。ベテラン交渉官はこのように説

明する：“締約国が相互の信頼を築けるか、そして今後AWG-LCAの主要な懸案事項をどこでどのように議論

するかということに本当に合意できるのかという点に、ドーハの成功は大いにかかっている。” 

 

自分の考えを包み隠さないで; ビジョンを現実化せよ－ボブ・マーリー 

ADPに関しては、6月に殆どの時間を費やしてADPの議題と役員の選出について合意がなされたのを受け

て、バンコクでは、ボンで合意されたワークストリームに関して初めての意見交換ができた。合意されたADP

の議題において、ワークストリームは、決定書 1/CP.17パラ2-6（2020年以降のレジーム）及びパラ7-8（2020

年以前の期間における緩和の野心の強化)に関する諸問題を取り上げた。バンコクでは、ADPの議論はラウン

ドテーブルで行われ、2020年以降のレジームに対して締約国がどんなビジョンを思い描き、2020年以前の期

間の野心に関する作業をどのように進めるか、さらにドーハ及びその後に向けた作業をどのように計画する

かを“明らかにする（shed light）”場を締約国に与えた。ある政府代表曰く“二人の副パイロットの指揮の

下、ADPの飛行機が離陸したが、目前に乱気流があってシートベルトを外すには時期尚早ではあるが、今は

とにかく空を飛んでいる。旅が始まったのだ。” 

ボンでは、どのように諸原則でもってADPの作業を導くかという方法と“全てに適用可能”という言葉が意

味するものについて様々な意見が表明された。異なったグループ分けされる開発途上国グループが、ADPは

条約の下での枠組みであるから、共通するが差異ある責任や衡平性の諸原則を、現状通りの解釈で、適用し

続けるべきだと主張した。また、“適用の普遍性”は“適用の画一性”とすべきではなく、全員参加の場合は各

国の事情の違いについて配慮しなければならないと述べた。一方、現在の社会経済情勢についてますます言

及する先進国は、“各国の能力や信頼が成長するにつれて野心の強化を促進するため、時間の経過とともに進

化できるような”柔軟で動的な制度を求めた。 

緩和を重点的に議論すべきか、その他のバリの支柱についても同等に検討すべきか、という問題は両方の

ワークストリームの中で依然として論議のあるところであった。多くの先進国は緩和、特に2020年以前の時

期の野心レベルの引上げに焦点を絞るべきだと主張したが、開発途上国は、適応、資金及び技術についても

検討すべきだと主張した。見解の違いについては、手練れた交渉官がこう説明している。ADPが本当の進展

をもたらし、将来の気候レジームに向けたギャップの橋渡しをするというよりも、“AWG-LCAの未決問題の
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新たなごみ捨て場になるのではないかと多くの参加者が危惧している。”バンコクでは今後の方策に関する意

見も分かれ、この組織での議論がドーハで中心的な役割を果たすべきであり、その他のAWGでの進展とバラ

ンスを図るべきだとの意見が出る一方、AWG-KPとAWG-LCAの下での作業について、“あまりにも早い段階

で文書に関する交渉を開始すると、ドーハ向けの本当の配達物が汚染されてしまう”との意見も出された。 

さらに、いくつかの先進国は、具体的な里程標が示された作業計画について合意がなされ、閣僚陣がADP

ラウンドテーブルに参加すれば、ドーハとそれ以後の作業をより良く前進させられるだろうと見ているが、

他の２つのAWGが“ハッピー・エンド”を迎えられるようにすることが最優先課題だとの意見もあった。 

 

砂漠が美しいのは、そこに時として泉が隠されているからだ－アントワーヌ・サンテグジュペリ 

週の終わりには、程度の差こそあれ、3つの交渉トラック全てにおいて若干の進展がみられたことを多くの

参加者が認めていた。次に重要な会合となるのは10月の終わりに向けて韓国で開催されるプレCOP会合だで

ある。“３つのグループをドーハで団結させなければならない”と参加者の一人が言う。多くの開発途上国は、

他の２つのAWGの結論に満足するまではADPの中で作業を前進させることはできないと信じている。この

状況では、３つのAWG間の連係やトレードオフをはっきりさせるという意味でバンコク会議が目的を果たし

たと考える者は多い。最後に、バンコク会議を開催する必要性を疑問視する向きもあったが、UNFCCC事務

局長は閉会時の記者会見で楽観的であり、「バンコク会議はドーハでの“着陸ゾーン“を整備したのだ」と語

っていた。ドーハは決して楽な会議にはならないだろ。“ここバンコクでは、我々は軍隊を一列に並べ、全員

が各自の配置についているが、まだ銃は撃たれていない状況という感じを受ける”と彼女自身も最前線で陣取

っているところのある政府代表は言った。本当の戦いは、12月の砂漠にやってくる。 

 

 

今後の会合日程 

 

第69回CDM理事会：クリーン開発メカニズム(CDM)理事会は、CDMの運用に関する問題を検討するため、

第69回理事会を開催する。 日程：2012年9月9-13日 場所：ドイツ、ボン 連絡先：UNFCCC事務局 TEL：

+49-228-815-1000 FAX：+49-228-815-1999 Eメール：secretariat@unfccc.int 

www：http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php 

アフリカ環境大臣会議第14回例会：アフリカ環境大臣会議第14回例会（AMCEN-14）は、アフリカ諸国の

閣僚がUNCSD（Rio+20）の主要成果を議論し、他の新たに登場した問題を話し合う場を提供する。さらに、

この会議は各国閣僚がUNFCCCのCOP 18に向けた戦略を練る機会となる。 日程：2012年9月10-14日 場

所：タンザニア、アルーシャ  連絡先：Angele Luh Sy TEL：+254-20-762-4292  

Eメール：Angele.Luh@unep.org www：http://www.unep.org/roa/amcen/ 

低炭素エネルギーシステムへの移行：どの経路がすべてのためのエネルギーアクセスとなるのか?：このワ

ークショップは、Low Carbon Energy for Development Networkの企画、英国サセックス大学の主催で行わ
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れる。UNCSDの成果を検討し、低炭素開発がエネルギーアクセスや貧困撲滅、人間開発、経済成長の問題に

同時に対処するための方法を検討する。ワークショップの目的は、“すべてのための持続可能なエネルギー”

という国連目標を実現させるために解決する必要がある優先課題を明確にし、かつ討議すること。 日程：

2012年9月10-11日 場所:イギリス、ブライトン 連絡先：Dr. Rob Byrne TEL:+44-1273-873-217  

Eメール：r.p.byrne@sussex.ac.uk www：

http://www.ukcds.org.uk/event-Transitions_to_low_carbon_energy_systems_which_pathways_to_energy

_access_for_all_-1819.html 

気候・水・政策に関する国際会議：気候科学者や水資源管理者、その他の分野の専門家が集まり、4つのカ

テゴリーに分けて水資源に対する気候変動の影響について議論する。4つのカテゴリーは、短期～季節的なレ

ベルの水の利用可能性と洪水への気候変動の影響；10年及び10年以下のレベルの水の安全保障と洪水被害へ

の気候変動の影響；業務計画や意思決定のための確率論的な気候及び水の情報の伝達；気候変動への適応の

ための国際協力づくりと政策協調。日程:2012年9月11-13日 場所:韓国、釜山 連絡先:Jin-Ho Yoo  

Eメール:jhyoo@apcc21.net www: http://www.apcc21.org/eng/acts/int/ann/japcc020701.jsp 

高 CO2濃度世界での海洋に関する第 3 回シンポジウム：このシンポジウムは、海洋学研究に関する科学委

員会（SCOR）、ユネスコの政府間海洋学委員会（IOC）、地球圏・生物圏国際プログラムの主催で開催される。

このシンポジウムは、300 名以上の優れた世界的科学者が集まり、海水の酸性化が海洋生物や生態系、生物

地学化学的循環に与える影響を議論することを目指す。また、海水の酸性化による社会経済的な影響結果も

議論の対象とし、これには政策や管理の影響も含める。 日程：2012 年 9 月 24-27 日 場所：米国カリフォ

ルニア州、モントレー E メール：secretariat@scor-int.org www：http://www.highco2-iii.org/ 

第 30 回共同実施監督委員会会合：共同実施（JI）監督委員会は９月に会合を行う。 日程：2012 年 9 月

26-28 日 場所：ドイツ、ボン 連絡先：UNFCCC 事務局 TEL：+49-228-815-1000 FAX：+49-228-815-1999 

E メール：secretariat@unfccc.int www：http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php 

第 22 回 LEG 会合：後発開発途上国の専門家グループ会合が 2012 年 9 月下旬に開催される。 日程：2012

年 9 月 26-29 日 場所：ツバル、フナフティ 連絡先：UNFCCC 事務局 TEL：+49-228-815-1000 FAX：

+49-228-815-1999 E メール：secretariat@unfccc.int  

www：http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php 

気候変動と開発政策に関する UNU-WIDER 会議：国連大学（UNU）-世界開発経済研究所（WIDER）の「気

候変動と開発政策」会議は、気候と開発という目標をいかに両立するかという方法に関する多様な視点につ

いて考察することを目指す。この会議では、低炭素開発（緩和）と気候に耐性のある戦略（適応）の両方に

焦点を当てながら、研究が開発政策に対してどれだけ情報提供が可能であるかを評価し、既存の知識のギャ

ップを明らかにする。 日程：2012 年 9 月 28-29 日 場所：フィンランド、ヘルシンキ 連絡先：Anne 

Ruohonen E メール：anne@wider.unu.edu  

www：http://www.wider.unu.edu/events/2012-conferences/Climate-change-2012/en_GB/28-09-2012/ 

環太平洋 LDC 諸国のための LEG ワークショップ：環太平洋後発開発途上国（LDC）向けの LEG ワークショ
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ップがツバルで開催される。 日程：2012 年 9 月 28-10 月 3 日 場所：ツバル、フナフティ 連絡先：UNFCCC

事務局 TEL：+49-228-815-1000 FAX：+49-228-815-1999 E メール：secretariat@unfccc.int 

www：http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php 

長期資金に関する第２回ワークショップ：長期資金に関する作業計画は、2013年以降の気候変動資金の動

員を拡充するために現在行われている取組に貢献するものである。 日程:2012年10月1-3日 場所:南アフリ

カ、ケープタウン 連絡先：UNFCCC事務局 TEL:+49-228-815-1000 FAX:+49-228-815-1999  

Eメール:secretariat@unfccc.int 

www:http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/6814txt.php 

10 月 CDM 会合：CDM 評価チーム第８回ワークショップは 2012 年 10 月 1-2 日、CDM 小規模作業部会第

39 回会合は 10 月 9-12 日、第 5 回 CDM ラウンドテーブルは 10 月 12 日、CDM 方法論パネル第 58 回会合は

10 月 15-19 日、CDM 信任パネル第 62 回会合は 10 月 22-25 日にそれぞれ開催される。 場所：ドイツ、ボン 

連絡先：UNFCCC 事務局 TEL：+49-228-815-1000 FAX：+49-228-815-1999 E メール：secretariat@unfccc.int 

www：http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php  

プレCOP 18閣僚級会合：UNFCCC第18回締約国会議（COP 18）に先立ち、閣僚級準備会合が開催される。 

日程:2012年10月21-23日 場所: 韓国、ソウル 連絡先:UNFCCC事務局 TEL:+49-228-815-1000 

FAX:+49-228-815-1999 Eメール：secretariat@unfccc.int www：http://unfccc.int  

アフリカ持続可能なエネルギーの資金サマーアカデミー：持続可能なエネルギーの資金アカデミー（フラ

ンクフルトスクールと UNEP 気候と持続可能なエネルギー資金の調整センターの新しい枠組みの中で開催）

は、ケニアのナイロビにおいてアフリカでの再生可能エネルギーについて重点的に取り上げ、再生可能エネ

ルギーとエネルギー高効率化の資金に関する包括的な枠組みを提供する。 日程：2012 年 10 月 21-26 日 場

所：ケニア、ナイロビ  連絡先： Summer Academy Team  TEL： +49-069-154008-692  FAX：

+49-069-154008-4692 E メール：summ：eracademy@fs.de  

www：

http://www.frankfurt-school.de/content/en/consulting/ias/summer_and_winter_academies/sustainable

_energy_finance_nairobi.html 

第５回アジア防災閣僚級会議：第５回アジア防災閣僚級会議（AMCDRR）が、各地域や国際的な開発パー

トナーの後援の下、インドネシア災害管理庁（BNPB)と国連防災戦略（UNISDR）の共催で開催される。

AMCDRRは、“防災（DRR）のための地域の能力強化”をテーマにして招集される。 日程:2012年10月22-25

日 場所:インドネシア、ジョグジャカルタ TEL:+62-21-4452-1802 FAX:+62-21-3860-745 

Eメール:secretariat@5thamcdrr-indonesia.net www:http://5thamcdrr-indonesia.net/ 

行動のための支援：航空と気候変動：本セミナーは、国際民間航空機関（ICAO）によって開催され、各国

政府やその他の利害関係者に、国際航空と気候変動に関する政策や行動を策定・実施するために必要な支援

に関して、意見や情報の交換を行う機会を提供する。さらにセミナーは、気候政策・行動の立案・実施にお

いてICAOや関連する利害関係者が支援可能なシナジーや現行の措置やメカニズムについて検討する。検討テ
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ーマ：キャパシティ・ビルディング；代替燃料；排出削減行動のための資金提供；技術移転；及び技術支援

（ICAOウェブ版ツール及びデータベース）。 日程：2012年10月23-24日 場所：カナダ、ケベック州モン

トリオール 連絡先：ICAO事務局環境部航空交通局 

TEL:+1-514-954-8219、内線8243 Eメール:acli@icao.int 

www：http://www.icao.int/meetings/acli/Pages/default.aspx 

第 8 回アフリカ開発フォーラム：第８回アフリカ開発フォーラム（ADF）は、「アフリカの開発のための自

然資源の統治と活用」をテーマに開催される。ADF は、次の６つの分野に焦点を当てる：知識基盤、人的能

力と制度の能力；政策、法律問題、規制問題；経済問題；ガバナンス、人権、社会問題；参加と自然資源の

所有権；環境上、物質上の管理と気候変動。 日程：2012 年 10 月 23-25 日 場所：エチオピア、アジスアベ

バ 連絡先：Isatou Gaye TEL：+251-11-544-5098 FAX：+251-11-551-0365 E メール：igaye@uneca.org  

www：http://new.uneca.org/adfviii/adf_news.aspx  

UN-REDD第９回プログラム政策評議会：UN-REDD第９回プログラム政策評議会の事前会合は10月25日に開

催される。10月21-23日には森林炭素パートナーシップ・ファシリティ（FCPF）の参加者会合が同じ場所で

開催され、両会合の参加者向けには任意の現場訪問も10月24日に実施される。 日程：2012年10月26-27日 場

所：コンゴ共和国、ブラザビル 連絡先：Rosa Andolfato、UN-REDD Programme 事務局 TEL：+41-22 

917-8946 Eメール:rosa.andolfato@un-redd.org  

www: http://www.un-redd.org/PolicyBoard/tabid/102628/Default.aspx  

ナイジェリア代替エネルギーExpo：ナイジェリア代替エネルギーExpoは、世界各地の再生可能エネルギー

及び電力の専門家、政府および市民社会からの代表ならびに200社以上の出展企業を一堂に集結する。この催

しの目的は、すべての利害関係者が、ネットワークを作り、知識や技能を移転するためのプラットフォーム

の構築、気候変動についての意識向上や一般への教育; さらに再生可能エネルギーと気候変動への耐性の最

前線にある、地域と国際的なイニシャティブや技術を展示紹介するものである。 日程：2012年10月29-31日 

場所：ナイジェリア、オグン州、アベオクタ、クト文化センター 連絡先：Conference Organizers TEL：

+234-9-480-6271 Eメール:info@nigeriaalternativeenergyexpo.org  

www: http://www.nigeriaalternativeenergyexpo.org/ 

CIF パートナーシップ・フォーラム及び関連会合：気候投資ファンド（CIF）と欧州復興開発銀行（EBRD）

の共催により 2012 年 11 月 6-7 日、CIF パートナーシップ・フォーラム 2012 及び関連会合が開催される。フ

ォーラムでは、これまで気候変動と開発は CIF の面からのみで議論されが、気候変動と開発の両者の関連を

関係者がグローバルに理解を深める機会を提供する。このフォーラムに先行して、すべての CIF プログラム

に対するパイロット・カントリー会合〔気候技術基金、 森林投資プログラム、気候耐性のパイロット・プロ

グラム、及び低所得国における再生可能エネルギー拡充プログラム〕（10 月 30 日-11 月 1 日）や民間セクタ

ー・フォーラム（11 月 5 日）が開催される。 日程：2012 年 10 月 30 日-11 月 7 日 場所：トルコ、イスタ

ンブール 連絡先：CIF 業務ユニット E メール：cifevents@worldbank.org  

www：http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/partnership_forum_2012_home 
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「世界エネルギー展望 2012 年」公表：国際エネルギー機関(IEA)はその主要刊行物である「世界エネルギ

ー展望(WEO)」2012 年版の刊行をする。WEO-2012 には、世界のエネルギー市場の動向に関する分析と洞察、

エネルギー安全保障、環境保護、経済発展に及ぼす影響などが記載される。さらに、2035 年までのエネルギ

ー生産と需要、投資、国別・燃料別・部門別の貿易と排出量の最新予測についても記載される。また、WEO-2012

は、特定のエネルギー戦略問題も調査し、今後到来する「ガスの黄金時代」に関する「黄金則」；エネルギー

効率向上の価値に関する詳細調査；水資源とエネルギーの連関の重要性増大；エネルギー動向に対する気候

のフィードバック；すべてのための持続可能なエネルギー国際年について取り上げる。 日程：2012 年 11

月 12 日 場所：フランス、パリ 連絡先：Paweł Olejarnik、IEA TEL：+33-1-40-57-67-57 E メール：

pawel.olejarnik@iea.org www：http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2012/  

第70回CDM理事会：UNFCCC COP 18/CMP 8に先立って第70回CDM理事会が開催される。 日程：2012

年11月19-23日 場所：カタール、ドーハ 連絡先：UNFCCC事務局 TEL：+49-228-815-1000 FAX：

+49-228-815-1999 Eメール:secretariat@unfccc.int 

 www：http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php 

ボゴタ・サミット：都市と気候変動：ボゴタ市長主催、中南米開発銀行、フランス大使館、フランス開発

庁（AFD）、AVINA財団、地域開発金融公社（FINDETER）、El Tiempoニュースグループ、UN-HABITAT

等の後援で行われる、このサミットは、専門家や金融機関、国際機関や中南米地域および市町村の指導者ら

が集まり、中南米の都市が気候変動を緩和・適応し、それらの影響に耐性をもつ低炭素都市に移行すること

をめざして具体的なアクションについて討議する。会議では、住宅密集度、持続可能な建設、エネルギー効

率、水供給、リスク管理及び移動の管理などを主要課題として、一連のテーマ別討論会やワークショップが

開催される。 日程：2012年11月19-21日 場所:コロンビア、ボゴタ 連絡先:Eleonora Betancur、 

International Affairs、Office of the Mayor Eメール:ebetancur@alcaldiabogota.gov.co 

www:http://www.ciudadesycambioclimatico.org/  

CDM DNA フォーラム第 14回会合：CDM 指定国家機関（DNA）フォーラムが 11 月下旬に開催される。 日

程：2012 年 11 月 24 -25 日 場所：カタール、ドーハ 連絡先：UNFCCC 事務局 TEL：+49-228-815-1000 

FAX：+49-228-815-1999 E メール： secretariat@unfccc.int  

www：http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php  

UNFCCC COP 18：国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の第 18 回締約国会議(COP 18)と第 8 回京都議定書締

約国会合(CMP 8)は、カタールのドーハで開催される。他の関連会議も同時期に開催される。 日程：2012

年 11 月 26 日-12 月 7 日 場所：カタール、ドーハ 連絡先：UNFCCC 事務局 TEL：+49-228-815-1000 FAX：

+49-228-815-1999 E メール：secretariat@unfccc.int  

www：http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815.php 
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用語集 

 

ADP  強化された行動のためのダーバン・プラットフォ－ム特別作業部会 

AAU  割当量単位 

ALBA 米州ボリバル同盟 

AOSIS 小島嶼国連合 

AWG-KP 京都議定書の下での附属書 I 国の更なる約束に関する特別作業部会 

AWG-LCA 条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会 

BAP  バリ行動計画 

BASIC ブラジル、南アフリカ、インド、中国 

CBDR 共通だが差異ある責任 

CDM  クリーン開発メカニズム 

COP  気候変動枠組条約締約国会議 

CMP  京都議定書締約国会議 

CTCN 気候技術センター・ネットワーク 

GCF  緑の気候基金 

EIG  環境十全性グループ 

EITs  市場経済移行国 

HFCs  ハイドロフルオロカーボン類 

IPRs  知的財産権 

LDCs  後発開発途上国 

MRV  計測、報告、検証 

NAMAs 国別適切緩和行動 

QELROs 数量化された排出抑制および削減目標 

REDD+ 開発途上国における森林減尐・务化に由来する排出の削減、森林の保全と持続可能な管理 

の役割、途上国での森林炭素貯留量強化 

SBI  実施に関する補助機関 

SBSTA 科学上及び技術上の助言に関する補助機関 

SICA  中米統合機構 

TEC  技術執行委員会 

UNFCCC 国連気候変動枠組条約 
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